
仁
寿
殿
観
音
供
と
二
間
御
本
尊

一
天
皇
の
私
的
仏
事
の
変
貌
1
…

斎

木

涼

子

仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

【
要
約
】
　
仁
寿
殿
観
音
供
と
は
「
御
本
尊
」
と
呼
ば
れ
る
天
皇
の
観
音
像
に
毎
月
十
八
日
差
真
言
僧
が
奉
仕
す
る
仏
事
で
あ
る
。
そ
の
由
緒
や
内
容
は
明

確
で
は
な
く
、
諸
説
が
存
在
し
て
い
る
。
混
乱
の
要
因
は
、
清
涼
殿
二
間
に
安
置
さ
れ
た
「
御
本
尊
」
の
存
在
と
、
十
二
世
紀
以
降
に
残
さ
れ
た
、
真
醤

僧
ら
の
言
説
に
あ
る
。
二
間
の
仏
像
は
、
内
裏
燃
亡
・
里
内
裏
へ
の
頻
繁
な
移
動
が
続
く
十
｝
世
紀
後
半
以
降
に
見
え
始
め
る
為
、
真
言
僧
の
管
理
下
へ

移
さ
れ
た
仁
寿
殿
観
音
像
に
か
わ
る
存
在
と
し
て
登
場
し
た
可
能
性
が
高
い
。
十
｝
世
紀
、
護
持
僧
の
重
要
性
を
認
識
し
、
天
皇
護
持
に
お
け
る
真
言
僧

の
役
割
を
主
張
し
た
仁
海
は
、
観
音
供
に
つ
い
て
も
活
動
を
残
し
て
お
り
、
以
降
真
琶
蟻
差
か
ら
こ
の
天
皇
の
観
音
像
・
観
音
供
の
意
義
付
け
を
行
お
う

と
す
る
積
極
的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
為
、
天
皇
護
持
の
仏
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
実
態
と
は
乖
離
し
た
教
説
的
解
釈
が
諸
派
で
形
成
さ
れ
、
そ
の

中
で
天
照
大
神
と
大
日
如
来
の
習
合
、
如
意
宝
珠
に
よ
る
観
音
と
諸
尊
の
習
合
な
ど
、
天
皇
の
仏
教
的
位
置
付
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
【
巻
二
号
　
二
〇
〇
八
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

仁
寿
聖
観
音
供
（
＋
八
田
観
音
供
）
と
は
、
平
安
時
代
以
降
内
裏
で
行
わ
れ
た
天
皇
の
私
的
仏
事
で
あ
り
、
「
御
本
尊
」
と
呼
ば
れ
る
天
皇
の

観
音
像
に
真
言
僧
が
奉
仕
す
る
仏
事
と
さ
れ
る
。
朝
廷
・
宮
中
行
事
の
多
く
は
既
に
分
析
が
進
ん
で
お
り
、
儀
式
書
や
古
記
録
に
記
載
が
見
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
由
緒
や
儀
式
次
第
・
敷
設
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
中
で
毎
月
行
わ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
観
音
供
の
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由
緒
や
実
態
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
観
音
供
に
関
す
る
～
般
的
な
理
解
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
仁
寿
殿
に
お
い
て
、
毎
月
十
八
日
に
観
音
を
本
尊
と
し
玉
体
安
穏
の
た
め
に
修
せ
ら
れ
た
法
。
仁
寿
殿
観
音
供
と
称
し
、
ま
た
二
間
の
供
と
も
い
わ
れ
た

　
　
が
、
後
者
の
称
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
御
座
の
次
の
問
で
行
う
か
ら
と
か
、
の
ち
の
清
涼
殿
の
二
間
で
行
わ
れ
た
か
ら
と
か
の
諸
説
が
あ
る
。
…
…
本
尊

　
　
に
つ
い
て
も
正
観
音
・
十
一
颪
観
音
・
如
意
輪
観
音
等
の
諸
説
が
あ
り
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
安
時
代
史
事
典
撫
「
観
音
供
」
）

　
こ
の
様
に
由
緒
や
実
態
が
不
明
確
な
理
由
は
、
史
料
上
に
あ
ま
り
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
と
同
時
に
、
曲
豆
粥
な
記
載
が
見
ら
れ
る
十
二

世
紀
以
降
の
仏
教
書
類
、
『
覚
禅
紗
』
等
の
内
容
が
複
雑
か
つ
矛
盾
・
混
乱
し
て
い
る
た
め
、
理
解
し
に
く
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
『
覚
禅
抄
』

で
は
小
野
流
の
説
に
よ
り
聖
観
音
像
と
す
る
が
、
「
有
ル
書
」
の
説
と
し
て
十
一
面
観
音
も
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
台
座
主
慈
円
は
『
法

　
　
　
　
　
　
　
①

累
層
帖
』
に
お
い
て
「
髄
畑
町
如
意
輪
」
と
す
る
。
さ
ら
に
「
二
間
観
音
供
」
の
呼
称
に
つ
い
て
も
、
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
の
呼
称
と
併
用
さ

れ
て
お
り
、
場
所
と
呼
称
の
関
係
も
確
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
様
に
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
整
理
す
る
と
、
根
本
的
な
問
題
は
本
尊
の
種
類
の
混
乱
と
、
仁
寿
殿
観
音
供
・
二
間
観
音

供
と
い
う
二
つ
の
名
称
、
つ
ま
り
場
所
の
混
乱
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
観
音
供
に
つ
い
て
は
、
平
安
宮
内
裏
の
構
造
の
変
遷
を
検
証
し
た
影
響
旦
氏
が
言
及
し
、
仁
寿
殿
に
お
け
る
安
置
場
所
の
推
定
を
行
っ

　
　
②

て
い
る
。
ま
た
伊
藤
聡
氏
は
、
神
仏
関
係
の
中
世
的
展
開
の
～
つ
と
し
て
観
音
供
を
巡
る
言
説
を
分
析
し
、
十
二
世
紀
以
降
真
書
各
派
が
独
自

の
流
儀
を
主
張
し
、
更
に
天
台
僧
ま
で
も
が
仁
寿
殿
観
音
供
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
僧
達
は
観
音
像
や
観
音
供
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
様
々
な
言
説
を
著
述
し
、
観
音
像
と
天
照
大
神
を
習
合
さ
せ
る
な
ど
、
中
世
に
向
け
て
多
様
な
解
釈
を
展
開
さ
せ
て
い
く
と
い
う
。
し
か
し
、

鈴
木
氏
の
分
析
は
主
に
仁
寿
殿
利
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
伊
藤
忠
の
論
考
は
言
説
内
容
の
解
釈
や
、
そ
の
中
世
的
展
開
の
分
析
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
た
め
、
観
音
供
全
体
の
変
遷
や
歴
史
豹
位
置
付
け
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
だ
検
討
不
足
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　
公
的
行
事
で
は
な
い
と
は
い
え
、
宮
中
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
毎
月
仏
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
そ
れ
が
天
皇
の
も
の
で
あ
る
事
を
考
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え
る
と
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
、
解
釈
が
混
乱
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
公
の
行
事
で
は
な
く
一
般

の
史
料
上
に
も
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
な
い
、
ま
た
由
緒
や
本
尊
が
不
明
確
と
さ
れ
る
行
事
に
、
僧
等
が
高
い
関
心
を
持
ち
、
書
説
を
残
し
て
い

た
と
い
う
点
は
取
り
上
げ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
宮
中
に
お
け
る
真
言
憎
の
奉
仕
と
い
え
ば
、
護
持
僧
や
真
言
院
で
の
仏
事
が
挙
げ
ら
れ
、
こ

う
い
つ
た
活
動
と
の
関
連
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
十
八
日
観
音
供
の
成
立
や
変
遷
、
観
音
像
の
実
態
を
追
う
事
で
、
本
尊
・
場
所
に
関
す
る
混
乱
し
た
言
説
を
整
理

す
る
。
十
二
世
紀
以
降
の
言
説
・
史
料
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り
同
時
代
史
料
を
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
そ
の
上
で
、
観
音
供
の
歴
史
的
位
置
付
け
や
、
観
音
供
に
関
す
る
多
様
な
言
説
の
展
開
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
①
　
承
元
四
年
（
＝
＝
○
）
成
立
。
続
天
台
宗
全
書
・
密
教
三
、
二
八
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
一
）
、
門
田
日
本
国
説
に
つ
い
て
」
（
隅
日
本
文
学
暁
五
〇
1
七
、
二
〇
〇
一
）
、
「
天

　
②
鈴
木
百
；
平
安
宮
仁
寿
殿
の
復
元
」
（
同
『
平
安
宮
内
裏
の
研
究
瞼
申
央
公
論
　
　
照
大
神
騰
大
日
如
来
習
合
説
を
巡
っ
て
」
（
『
入
文
科
学
論
集
匝
〔
茨
城
大
学
〕
三
、

　
　
美
術
出
版
、
一
九
九
〇
）
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
三
）
。

　
③
伊
藤
聡
「
二
間
観
音
と
天
照
大
神
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
撫
六
七
、
二
〇
〇

第
一
章
　
仁
寿
殿
観
音
供
の
成
立
と
観
音
像

仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

1

観
音
供
の
由
緒
と
仁
寿
殿
念
講
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
仁
寿
殿
観
音
供
の
成
立
経
緯
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
空
海
始
言
説
〔
『
真
言
付
法
緊
要
抄
隔
、
『
大
師
御
行
状
集
記
賠

　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
弘
法
大
師
行
状
集
記
）
他
〕
と
般
若
寺
聖
賢
曳
行
説
（
『
覚
禅
紗
』
巻
第
四
一
「
十
八
日
観
音
供
」
）
の
二
陣
が
存
在
し
て
い
る
。
但
し
、
創
始
者
と

し
て
般
若
寺
僧
正
観
賢
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
は
根
拠
が
あ
る
。
延
喜
十
六
年
七
月
二
十
七
日
に
、
仁
寿
殿
で
の
観
音
像
供
養
（
十
一
面
観

音
）
と
毎
月
十
八
日
の
観
音
供
養
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
①
同
（
延
喜
）
十
六
年
廿
七
日
宣
旨
。
召
二
権
大
僧
都
野
卑
云
、
於
二
仁
寿
攣
可
レ
供
凋
養
観
音
像
↓
又
毎
月
十
八
日
同
可
二
八
供
者
。
件
観
音
十
～
面
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③

　
　
　
　
菩
薩
、
脇
士
梵
天
帝
釈
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
東
要
記
』
）

　
こ
の
史
料
か
ら
、
観
賢
の
観
音
供
勤
仕
は
事
実
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
、
こ
れ
が
仁
寿
殿
観
音
供
の
初
見
史
料
で
あ
り
、
事

実
こ
れ
以
降
に
観
音
供
関
連
記
事
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
噸
醍
醐
天
皇
御
記
』
延
喜
十
八
年
正
月
十
八
B
条
に
は
「
依
レ
例
供
二
観
音
像
一
」

と
見
え
、
同
様
に
各
月
十
八
日
に
観
音
供
の
記
事
が
多
数
登
場
し
て
お
り
、
土
谷
恵
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
少
な
く
と
も
「
延
喜
以
降
、
十
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
半
に
か
け
て
定
例
化
さ
れ
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
『
西
宮
記
』
で
も
巻
十
三
「
御
念
諦
」
に
「
御
念
諦
、
毎
月
十
八
日
、
真
言
僧
綱
一

人
、
参
二
仁
寿
殿
一
勤
仕
、
内
蔵
献
二
仏
供
ハ
又
有
二
僧
供
し
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
寿
殿
観
音
供
の
詳
細
な
作
法
や
儀
礼
に
つ
い
て
は
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

明
し
な
い
も
の
の
、
道
場
観
の
次
第
や
本
尊
加
持
、
正
念
論
・
散
念
論
を
行
う
こ
と
が
『
覚
蝿
捕
』
や
『
白
宝
口
抄
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
観
音
供
の
行
わ
れ
た
場
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
光
孝
天
皇
ま
で
常
御
殿
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
仁
寿
殿
に
は
「
念
諦
堂
」
と
呼

ば
れ
る
空
間
が
存
在
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
咽
村
上
天
皇
御
記
』
に
「
入
夜
参
二
仁
寿
重
罰
論
堂
こ
（
応
和
三
年
正
月
＋
三
日
条
）

と
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
応
和
二
年
（
九
六
二
）
六
月
十
八
日
条
に
は
、

　　

A
冠
始
奮
響
像
二
体
仁
護
全
稽
正
墓
開
眼
供
養
萎
徳
四
年
件
簿
仏
已
讐
侃
醤
讐
墾
観
口
紅
贈
雌

　
　
　
　
如
レ
旧
安
置
也
。

と
あ
る
。
「
件
堂
」
と
は
「
念
諦
堂
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
に
安
置
さ
れ
た
観
音
像
が
十
八
日
観
音
供
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仁
寿
殿
は
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
内
裏
焼
亡
の
際
罹
災
し
再
建
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
再
建
以

前
よ
り
念
論
堂
が
存
在
し
て
い
た
事
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
岡
様
に
観
音
像
も
仁
寿
殿
念
論
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

　
鈴
木
面
面
は
、
仁
寿
殿
の
構
造
を
儀
式
に
お
け
る
利
用
状
況
や
装
束
か
ら
復
元
し
、
儀
式
等
に
お
い
て
利
用
が
全
く
見
え
な
い
西
側
母
屋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
念
論
堂
が
置
か
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
西
側
母
屋
南
二
間
（
梁
行
一
間
）
が
念
講
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か

し
念
諦
堂
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
場
所
を
示
す
史
料
が
存
在
す
る
。
『
為
書
卿
記
』
逸
文
の
延
久
四
年
（
一
〇
七
一
｝
）
正
月
二

九
日
条
で
は
、
後
三
条
天
皇
の
十
八
日
観
音
供
の
本
尊
を
新
造
す
る
に
当
た
り
、
後
朱
雀
天
皇
の
先
例
が
鑑
み
ら
れ
、
「
金
色
観
音
井
梵
天
帝
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仁寿殿観音供と二間御本蓉（斎木）
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図：仁寿殿観音供と二聞御本尊（鈴木氏推定園を一部改変）

階
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
〔
如
力
〕

尺
像
各
一
体
、
納
孟
ハ
角
平
堂
ハ
奉
レ
安
調
置
仁
寿
殿
乾
角
戸
内
一
□
旧

　
⑧

貫
者
」
と
し
て
い
る
（
図
）
。
後
朱
雀
天
皇
は
内
裏
以
外
も
使
用
し
て

い
る
が
、
こ
の
前
年
後
三
条
天
皇
は
新
造
内
裏
に
遷
御
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
先
例
と
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
平
安
宮
内
裏
仁
寿
殿
に
お
け
る

場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
観
音
供
の
本
尊
は
仁
寿
殿
の
乾
に

あ
た
る
場
所
に
安
置
さ
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
鈴
木
氏
の
復
元
に
よ
る

と
、
仁
寿
殿
母
屋
は
桁
行
七
間
で
あ
り
、
妻
戸
等
で
西
側
二
間
、
中
央

三
問
、
東
側
二
間
に
区
切
ら
れ
て
い
た
。
う
ち
西
側
二
間
は
、
格
子
・

壁
に
よ
っ
て
北
か
ら
梁
塵
　
間
・
二
間
・
一
間
の
三
つ
の
空
問
に
区
切

ら
れ
て
い
た
。
鈴
木
氏
は
清
涼
殿
二
間
の
位
置
を
参
考
に
、
こ
の
う
ち

の
南
部
分
を
念
諦
堂
と
推
定
し
て
い
る
が
、
『
為
房
旧
記
』
の
内
容
に

従
え
ば
、
北
側
部
分
が
念
講
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
宮
中
に
天
皇
の
持
仏
が
安
置
さ
れ
、
仏
殿
に
あ
た
る
場

が
用
意
さ
れ
る
事
自
体
に
つ
い
て
は
特
に
目
新
し
い
事
で
は
な
く
、
以

前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
平
安
宮
以
前
を
見
て

も
、
既
に
近
江
大
津
宮
に
お
い
て
「
内
裏
仏
殿
」
（
『
日
本
書
紀
』
天
智
十

年
十
月
一
月
条
）
、
「
内
裏
西
湘
織
仏
像
」
が
見
え
（
『
同
』
同
十
一
月
丙
辰

条
）
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
も
「
宮
中
御
三
院
」
に
設
斎
を
行
う
記
事
が

見
え
る
（
咽
同
騙
朱
鳥
元
年
七
日
丙
寅
条
）
。
さ
ら
に
平
城
宮
内
に
は
、
玄
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肪
や
道
鏡
が
仕
え
て
い
た
「
内
道
場
」
が
あ
り
、
法
会
も
行
わ
れ
て
い
た
事
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
平
安
宮
で
は
、
空
海
の
申
請
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
後
七
日
御
修
法
の
道
場
と
し
て
知
ら
れ
る
真
言
院
が
大
内
裏
内
に
存
在
し
た
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
、
後
七
日
御
修
法
創
設
当
初
真
馬
下
は
存
在
せ
ず
、
元
々
勘
解
由
使
庁
で
あ
っ
た
場
所
に
建
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
七
日
御
修
法

や
臨
時
修
法
で
の
利
用
は
あ
る
も
の
の
、
天
皇
は
勿
論
、
官
人
ら
も
ほ
と
ん
ど
出
入
り
す
る
事
は
な
く
、
管
理
・
利
用
は
真
鯵
僧
に
任
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
従
来
の
内
裏
仏
殿
・
宮
中
道
場
と
は
少
々
性
格
が
異
な
る
。

　
こ
の
真
言
院
以
外
、
九
世
紀
の
内
裏
内
仏
教
施
設
は
確
認
で
き
な
い
が
、
平
安
宮
で
も
天
皇
の
御
本
尊
に
あ
た
る
仏
像
自
体
は
、
観
音
供
以

前
か
ら
宮
中
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
宮
中
の
公
的
仏
事
で
は
様
々
な
本
尊
が
用
い
ら
れ
る
が
、
『
延
喜
式
』
図
書
寮
式
で
は
、
年

末
仏
事
で
あ
る
御
仏
名
（
内
仏
名
）
の
本
尊
に
つ
い
て
「
御
持
仏
～
寵
麟
弊
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
政
事
要
略
』
巻
二
八
の
「
御
仏
名
」
が

引
く
「
蔵
人
式
」
に
は
装
束
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
本
尊
に
つ
い
て
雑
色
ら
が
「
仁
寿
殿
御
仏
」
を
移
し
安
置
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
御
仏
名
に
は
仁
寿
殿
の
「
御
持
仏
」
が
用
い
ら
れ
た
事
に
な
る
。
内
裏
で
の
御
仏
名
は
弘
仁
以
降
臨
時
に
行
わ
れ
、
承
和
五
年
（
八

三
八
）
以
後
毎
年
恒
例
の
行
事
と
な
っ
た
の
で
、
宮
中
に
は
九
世
紀
の
早
い
段
階
で
「
御
持
仏
」
に
当
る
も
の
が
既
に
安
置
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
と
言
え
る
。
但
し
、
こ
の
仏
像
と
観
音
供
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
以
上
、
仁
寿
殿
観
音
供
創
設
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
次
に
、
三
種
類
が
存
在
す
る
と
い
う
観
音
像
の
実
態
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。

2

仁
寿
殿
観
音
像
の
変
遷

6　（292）

　
先
に
見
た
様
に
、
延
喜
十
六
年
時
点
の
御
本
尊
は
十
一
面
観
音
で
あ
っ
た
が
、
村
上
天
皇
の
観
音
像
は
「
白
銀
白
檀
聖
観
音
像
」
で
あ
っ
た
。

次
に
御
本
尊
の
種
類
が
確
認
で
き
る
の
は
、
㎎
首
記
』
長
保
二
年
目
一
〇
〇
〇
）
十
二
月
一
＝
日
の
記
事
で
あ
る
。



仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

③

仏
師
羅
馬
レ
造
由
仁
護
御
運
翻
暗
岬

深
也
。

三
体
、
去
年
所
レ
奉
レ
造
依
レ
非
レ
二
二
御
本
意
↓
又
改
造
也
。
給
二
疋
絹
幻
本
仏
有
レ
勅
給
二
小
臣
納
恩
之

　
こ
こ
で
は
、
昨
年
聖
観
音
を
薪
黒
し
た
も
の
の
天
皇
の
気
に
召
さ
ず
、
再
度
新
造
さ
れ
て
い
る
。
薪
造
の
契
機
と
し
て
は
長
保
元
年
（
九
九

　
　
　
　
　
　
⑩

九
）
の
内
裏
焼
亡
に
よ
り
、
観
音
像
が
焼
失
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
見
え
る
史
料
は
、
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
九
月
の
内
裏
焼

亡
に
伴
う
焼
失
と
新
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
九
月
九
日
、
前
年
の
内
裏
火
災
に
よ
り
皇
居
と
な
っ
て
い
た
京
極
土
御
門
殿
が
焼
亡
す
る
。

こ
の
際
に
観
音
像
も
焼
失
し
、
同
月
十
八
日
に
は
「
観
音
学
事
仰
二
堂
野
僧
｝
了
」
と
見
え
る
（
『
春
記
隔
長
久
元
年
九
月
十
八
月
条
）
。
こ
れ
に
対

す
る
新
造
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
次
の
仁
海
注
進
状
で
あ
る
。

　
　
④
注
進

　
　
　
　
　
仁
寿
殿
御
仏
事

　
　
　
　
　
　
　
合

　
　
　
　
　
自
檀
轟
樹
像
一
体
　
高
七
寸

　
　
　
　
　
淋
凡
天
帝
釈
天
各
一
休
H
　
音
同
⊥
ハ
寸

　
　
　
　
　
平
六
角
御
堂
一
基

　
　
　
　
　
　
右
、
依
二
小
舎
人
茨
田
兼
則
目
宣
ハ
注
進
如
レ
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
暦
四
年
十
月
十
九
日
　
僧
正
法
印
大
和
上
位
仁
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
醍
醐
寺
文
書
』
四
一
六
四
一
　
僧
正
仁
海
注
進
状
案
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
仁
海
の
注
進
に
よ
る
観
音
像
は
や
は
り
聖
観
音
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
・
『
師
光
年
中
行
事
』
各
正
月
十
八
日
の
「
仁
寿
殿
観
音
黒
酒
」
に
は
、
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
三
月
十
日
、
後

三
条
天
皇
が
仁
海
注
進
状
に
基
づ
い
て
観
音
像
を
新
造
し
た
事
を
示
す
御
記
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
『
為
王
卿
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記
』
延
久
四
年
正
月
二
九
日
条
の
記
事
に
そ
の
詳
し
い
経
緯
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
云
　
脱
力
〕

　
　
⑤
今
日
依
レ
可
レ
被
レ
始
二
仁
寿
殿
御
仏
事
一
先
伺
災
罫
之
処
、
被
二
天
　
御
白
檀
聖
観
音
像
｝
体
、
高
七
寸
、
同
梵
天
帝
尺
趣
旨
一
体
、
高
六
寸
、

　
　
　
　
戸
墾
ハ
角
平
黒
軽
子
者
。
前
廊
・
離
籍
無
・
他
具
二
夢
。
酔
纏
難
業
鋸
即
照
臨
無
道
下
篇
師
長
勢
・
之
処
申
出
、
後
渠
院

　
　
　
　
並
誘
．
後
冷
泉
御
隣
勤
在
箔
仏
中
藷
檀
±
面
画
角
高
九
寸
者
・
易
砦
奏
聞
之
処
擁
，
力
馬
力
．
向
州
暴
挙
可
レ
間
二
子

　
　
　
　
細
於
少
僧
都
摘
取
【
者
。
為
房
向
二
彼
房
一
問
二
子
細
一
之
処
、
被
レ
奏
云
、
故
僧
正
雲
海
遺
寸
法
注
文
、
先
日
奉
レ
覧
了
。
但
仁
海
彼
時
申
云
、
此
仏
聖

　
　
　
　
観
音
也
。
而
奉
レ
造
二
十
一
簡
観
音
ハ
若
誤
爆
者
。
思
二
領
置
頁
猶
聖
観
音
也
者
。
奏
二
此
由
｝
之
処
、
露
髄
以
工
聖
観
音
ハ
猶
可
レ
為
二
中
像
一
者
。
次

　
　
　
　
導
燈
レ
引
二
面
後
朱
雀
院
御
記
一
挙
之
処
、
金
色
観
音
井
梵
天
帝
尺
長
各
一
体
、
納
扁
一
六
角
平
堂
ハ
奉
レ
事
由
置
仁
寿
殿
乾
角
戸
内
【
口
旧
導
者
。
就
二
此
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
由
議
金
色
・
白
檀
両
説
有
レ
疑
、
相
尋
之
程
、
来
月
重
撰
二
吉
日
｝
可
レ
始
之
由
、
所
レ
被
レ
仰
也
。

　
後
三
条
天
皇
が
聖
観
音
を
新
造
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
仏
師
が
後
一
条
・
後
冷
泉
天
皇
の
際
は
十
一
面
観
音
だ
っ
た
と
申
し
て
き
た
が
、

結
局
は
先
例
で
あ
る
仁
海
の
「
注
文
」
に
従
い
聖
観
音
像
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
も
像
の
種
類
に
は
十
～
面
・
聖
観
音
の
両
説
が
存
在
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
次
に
十
八
日
観
音
供
本
尊
と
し
て
登
場
す
る
の
は
如
意
輪
観
音
で
あ
っ
た
。
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
正
月
十
八
日
、
内
裏
火

災
後
暫
く
途
絶
し
て
い
た
観
音
供
を
復
興
す
る
際
、
「
本
供
二
十
一
面
観
音
　
云
々
。
而
従
レ
本
為
篇
御
本
尊
ハ
被
レ
安
尾
鷲
如
意
輪
像
【
也
。
傍
題
被

レ
供
二
如
意
輪
｝
也
」
（
『
中
右
記
』
）
と
あ
り
、
本
来
の
仁
寿
殿
十
八
日
観
音
供
で
は
十
～
面
観
音
を
本
尊
と
す
る
が
、
竃
馬
は
前
か
ら
置
い
て
あ

っ
た
如
意
輪
観
音
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
事
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
十
八
日
観
音
供
の
本
尊
に
つ
い
て
十
～
面
・
聖
・
如
意
聖
観
音
が
造
ら
れ
た
事
を
確
認
で
き
る
が
、
特
に
観
音
像
に
関
す
る
規
定
が

あ
っ
た
わ
け
は
な
く
、
脇
士
と
し
て
梵
天
・
帝
釈
天
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
焼
失
し
た
場
合
は
勿
論
、
少
な
く
と
も
十
一

世
紀
に
は
天
皇
ご
と
に
観
音
像
を
新
造
す
る
事
が
確
認
で
き
、
ま
さ
に
「
御
本
尊
」
と
呼
ぶ
に
相
黒
し
い
。
そ
の
観
音
像
の
種
類
や
素
材
等
に

つ
い
て
は
本
来
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。
史
料
③
㎎
権
記
』
の
記
事
で
は
「
非
レ
如
一
御

本
意
こ
と
い
う
理
由
で
造
り
直
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
前
作
が
藤
原
行
成
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
も
、
か
な
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り
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
史
料
か
ら
は
、
「
御
本
尊
」
に
対
す
る
特
別
な
意
味
づ
け
や
扱
い
は
見
ら
れ
な
い
。
記
録
の
少
な
さ
、
御
本
尊

や
仏
殿
と
い
っ
た
天
皇
の
個
人
的
信
仰
の
対
象
・
場
が
従
来
か
ら
内
裏
に
あ
っ
た
可
能
性
等
を
考
え
る
と
、
仁
寿
殿
観
音
堂
は
当
時
貴
族
社
会

で
行
わ
れ
て
い
た
｝
般
的
・
日
常
的
信
仰
、
極
々
私
的
な
仏
事
で
あ
り
、

　
①
『
大
日
本
仏
教
全
書
㎞
真
言
付
法
掛
外
七
部
。
康
平
三
年
、
成
尊
撰
。

　
②
続
群
書
類
従
第
八
輯
下
。
寛
治
三
年
、
経
範
撰
。

　
③
続
群
審
類
従
第
二
十
六
輯
下
。
『
大
日
本
史
料
』
（
同
日
条
）
所
収
仁
和
考
文
書

　
　
も
同
内
容
。

　
④
土
谷
恵
門
小
野
僧
正
仁
海
像
の
再
検
討
－
摂
関
期
の
宮
中
真
誉
院
と
醍
醐
寺

　
　
を
中
心
に
」
（
『
ヨ
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
）
。

　
⑤
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
六
・
七
。

　
⑥
『
臼
本
紀
略
暁
州
扶
桑
略
記
㎞
天
徳
四
年
九
月
二
十
三
日
条
。

　
⑦
鈴
木
亘
前
掲
論
文
。

　
⑧
醍
醐
寺
文
書
九
七
璽
三
号
。
橋
本
初
子
「
三
宝
院
賢
俊
僧
正
日
記
－
貞
和
二

本
来
特
殊
な
儀
礼
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
年
」
（
『
研
究
紀
要
〈
醗
醐
寺
文
化
研
究
所
〉
㎞
十
二
、
　
一
九
九
二
）
に
て
紹
介
。

　
　
吉
田
経
長
所
有
の
『
為
房
卿
記
睡
か
ら
吉
田
兼
好
が
抜
書
き
、
貞
和
二
年
十
二
月

　
　
十
三
日
賢
俊
の
元
へ
持
参
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　
⑨
『
付
法
纂
要
抄
転
（
『
大
日
本
仏
教
全
害
㎞
真
言
付
法
伝
外
七
部
、
大
正
新
修
大

　
　
蔵
経
七
七
巻
）
、
『
御
難
抄
』
。

　
⑩
百
本
紀
略
』
長
保
元
年
六
月
十
四
日
条
。

　
⑪
『
扶
桑
略
記
』
長
暦
三
年
六
月
二
十
七
日
条
。

　
⑫
な
お
仏
師
は
こ
の
後
、
本
尊
が
百
済
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
自
流
の
説
を
述

　
　
べ
て
い
る
。

仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

第
二
章
　
二
間
観
音
供
の
登
場

1

清
涼
殿
二
間
と
「
御
本
尊
」

　
次
に
、
「
二
間
観
音
供
」
と
い
う
呼
称
が
な
ぜ
現
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。
ま
ず
清
涼
殿
二
間
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、

音
供
」
の
実
態
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
事
と
す
る
。

「
二
間
観
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（
こ
　
清
涼
殿
二
間

　
清
涼
殿
二
間
と
い
え
ば
護
持
僧
の
砥
費
す
る
場
所
と
し
て
知
ら
れ
、
二
間
で
の
夜
居
は
護
持
僧
の
主
た
る
役
目
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
明
確
に
判
明
す
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
二
間
夜
居
等
が
護
持
僧
の
役
割
と
し
て
史
料
に
兇
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
十
一
世
紀
か
ら
で
あ
り
、
後
一
条
天
皇
の
時
か
ら
結
番
が
組
ま
れ
る
等
、
夜
居
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
『
小

右
記
』
に
お
い
て
は
、
「
清
涼
殿
御
念
講
問
」
（
畏
和
四
年
九
月
二
十
八
日
目
〔
不
断
御
読
経
〕
）
等
、
二
間
は
し
ば
し
ば
「
御
念
珍
問
」
と
呼
ば
れ
て

　
②

い
る
。

　
他
に
仏
事
が
二
間
で
行
わ
れ
る
場
合
を
見
る
と
、
天
皇
の
受
戒
が
行
わ
れ
た
例
や
（
示
右
記
』
天
元
五
年
二
月
十
五
日
条
）
、
修
法
中
の
加
持

が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
『
侍
中
群
器
第
七
御
修
法
事
）
。
特
に
十
一
世
紀
末
以
降
は
仏
像
供
養
・
経
供
養
等
、
頻
繁
な
使
用
が
見
ら
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
に
な
る
。
供
養
の
他
に
仁
王
講
、
日
蝕
・
月
蝕
の
御
祈
等
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
二
間
は
仏
事
以
外
に
も
様
々
な
形
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、
清
涼
殿
を
中
心
と
し
た
儀
式
・
行
事
で
は
、
皇
后
・
中
宮
・
女
御
ら
の

在
所
と
し
て
用
い
ら
れ
癖
内
勤
叢
話
禦
糞
辮
堕
酵
内
評
二
瀦
御
三
蝿
」
（
薯
記
』
寛
治
六
年
五
明
特
出
最
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

講
〕
）
と
い
っ
た
事
例
が
見
ら
れ
る
。
最
勝
講
・
御
仏
名
等
に
際
し
て
は
こ
の
形
態
の
利
用
が
多
く
見
ら
れ
、
『
雲
図
鑑
』
御
仏
名
で
も
、
天
皇

の
御
所
で
あ
る
夜
大
殿
に
接
す
る
二
間
を
「
后
宮
御
所
」
と
し
て
い
る
。
清
涼
殿
で
行
わ
れ
る
仏
事
に
お
い
て
、
天
皇
は
夜
御
殿
、
皇
后
・
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

宮
ら
は
二
間
で
聴
聞
す
る
の
で
あ
る
。
『
雲
図
抄
』
で
は
、
相
撲
事
内
取
や
童
御
覧
に
つ
い
て
も
、
二
間
を
后
・
女
御
の
御
在
所
と
し
て
お
り
、

仏
事
以
外
の
行
事
や
臨
時
行
事
で
も
二
間
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
二
間
そ
の
も
の
を
天
皇
の
儀
礼
の
場
と
す
る
行
事
と
し
て
は
、
六
月

晦
日
節
折
御
装
束
が
あ
っ
た
（
『
江
家
次
第
』
巻
第
七
）
。

　
一
方
、
日
常
的
な
利
用
と
し
て
は
蔵
人
等
の
宿
直
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
侍
中
群
要
』
第
四
上
宿
事
に
は
、
「
参
調
宿
岩
間
一
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
近
代
、
依
レ
召
候
一
二
間
之
上
宿
の
嗣
主
峯
一
応
蝸
額
」
と
あ
る
。
皇
居
高
陽
院
火
災
に
つ
い
て
記
す
『
中
右
記
』
天
永
三
年
（
＝
一
二
）

五
月
十
三
日
溜
で
は
、
火
災
の
際
「
行
質
素
候
一
三
問
↓
同
座
御
難
蔵
人
資
兼
」
と
護
持
僧
行
尊
と
蔵
人
藤
原
資
兼
が
二
間
に
伺
候
し
て
い
た

10 （296）



こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
、
「
御
物
忌
問
、
早
旦
参
二
御
前
↓
於
三
間
方
面
ハ
奏
二
院
御
返
事
県
令
レ
申
二
御
腰
一
」
（
『
中
右
記
騙
康
和
四
年
＋
一
月
八

臼
条
）
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
行
事
・
日
常
の
様
子
を
考
え
る
と
、
護
持
僧
の
伺
候
す
る
「
御
念
論
間
」
で
は
あ
る
も
の

の
、
必
ず
し
も
特
殊
な
空
間
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
清
涼
殿
の
一
部
、
夜
大
殿
に
接
す
る
部
分
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

（
二
）
　
「
二
間
観
音
供
」

　
で
は
、
こ
の
二
間
と
十
八
日
観
音
供
が
結
び
つ
い
た
経
緯
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。
二
間
観
音
供
に
関
す
る
記
述
が
初
め
て
見
え
る
の
は
、

先
に
挙
げ
た
『
中
右
記
』
永
長
元
年
の
記
事
で
あ
っ
た
。

　
　
⑥
又
於
二
二
闘
有
二
観
音
供
↓
醍
醐
法
務
定
賢
勤
レ
之
。
浮
野
於
二
仁
寿
殿
従
二
往
古
【
所
二
修
墾
也
。
年
来
絶
了
。
今
日
被
レ
復
旧
墾
也
。
本
供
二
十
一

　
　
　
　
面
観
音
｝
云
々
。
而
従
レ
本
為
二
御
本
尊
三
輪
レ
安
調
置
如
意
輪
像
｝
也
。
伍
魔
羅
レ
供
二
如
意
輪
｝
也
。
　
　
　
（
『
中
右
記
』
永
長
元
年
正
月
十
八
日
条
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
東
寺
長
者
補
任
』
永
長
元
年
に
載
る
「
経
範
記
」
に
よ
り
、
承
暦
四
年
（
一
〇
八
○
）
の
内
裏
焼
亡
（
高
陽
院
）
以
降
途

絶
し
て
い
た
観
音
供
が
、
こ
の
日
再
興
さ
れ
た
事
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
歎
〕

　
　
⑦
経
範
記
云
、
去
承
暦
四
年
皇
居
焼
失
後
、
観
音
供
中
絶
十
六
年
、
門
徒
之
歓
何
事
過
レ
之
。
自
二
去
年
｝
方
々
訴
申
、
今
於
無
畜
認
可
レ
被
レ
行
。
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
寿
〕

　
　
　
　
少
納
言
成
宗
伝
宣
、
件
供
先
例
、
豊
崎
仁
春
江
一
所
レ
被
レ
行
レ
之
。
而
二
二
御
殿
一
被
レ
行
之
条
、
槌
有
レ
盗
難
如
何
。
申
レ
之
、
初
大
師
此
御
願
始
行
之
時
、

　
　
　
　
以
＝
仁
寿
殿
一
為
一
｛
御
殿
司
而
近
来
二
二
清
涼
殿
一
被
レ
用
二
御
殿
4
於
三
一
問
｝
改
行
、
尤
可
レ
為
二
便
宜
｝
者
。
有
二
勅
許
【
被
レ
行
レ
之
。

　
再
興
は
東
寺
長
者
経
範
の
奏
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
先
例
で
は
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
る
が
、
今
園
は
御
殿
（
清
涼
殿
）
で
行
う
、
そ
れ
は
初
め

大
師
が
御
願
を
行
っ
た
と
き
仁
寿
殿
が
御
殿
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
今
は
清
涼
殿
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
時
の
御
在

所
は
閑
院
内
裏
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
⑥
の
『
中
右
記
』
に
あ
る
通
り
、
実
際
に
清
涼
殿
二
間
で
観
音
供
が
行
わ
れ
、
以
後
承
徳
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
一
〇
九
八
）
六
月
に
も
二
間
で
の
観
音
供
が
確
認
で
き
る
。
『
元
事
墨
書
』
で
も
、
永
長
元
年
正
月
十
八
日
の
再
興
に
関
し
て
「
至
レ
此
修
二
干

清
涼
ハ
干
今
不
レ
絶
、
俗
日
二
間
供
」
と
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
「
二
間
観
音
供
」
へ
の
変
更
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
『
中
右
記
』
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
十
月
十
八
日
条
を
見
る
と
、

「
於
二
仁
寿
殿
一
恒
例
観
音
供
、
東
寺
長
者
経
範
法
印
参
訓
勤
艶
ご
と
あ
る
。
「
家
世
仁
寿
殿
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
称
だ
け
で
は
な
く
、

仁
寿
殿
で
の
形
式
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
勤
仕
し
て
い
る
の
は
、
二
間
で
の
観
音
供
を
提
案
し
た
経
範
自
身

で
あ
り
、
結
局
元
の
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
『
台
記
』
久
安
元
（
＝
四
五
）
年
正
月
十
八
日
条
、
『
顕
好

意
記
』
承
安
四
年
（
＝
七
四
）
正
月
十
八
日
条
、
『
玉
葉
撫
建
久
三
年
（
＝
九
二
）
正
月
十
八
日
条
等
で
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
が
行
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
天
皇
の
心
得
を
説
く
教
導
書
で
あ
る
噸
大
梶
秘
抄
扇
で
も
、

　
　
⑧
東
寺
の
僧
は
、
正
月
後
七
日
の
御
修
法
、
そ
の
ほ
ど
し
り
候
べ
き
な
り
。
月
の
つ
ご
も
り
ご
と
の
御
念
署
し
り
候
べ
し
。
仁
寿
殿
の
観
音
供
し
り
候

　
　
　
　
べ
き
也
。
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と
東
寺
僧
の
重
要
な
勤
め
と
し
て
、
年
頭
の
護
国
修
法
で
あ
る
後
七
日
御
修
法
と
並
べ
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
「
仁
寿
殿
」
の
観
音
供

で
あ
っ
た
。
清
涼
殿
は
日
々
政
務
・
儀
礼
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
、
毎
月
十
八
日
の
観
音
供
を
確
実
に
実
修
し
、
継
続
さ
せ
る
事
は
難
し
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
為
、
元
通
り
仁
寿
殿
観
音
供
の
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
二
間
の
仏
像

　
し
か
し
、
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
観
音
供
本
尊
と
は
別
に
清
涼
殿
二
間
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
事
を
示
す
史
料
の
存
在
で
あ

る
。
『
禁
秘
抄
』
上
巻
「
二
間
」
に
は
「
南
間
、
如
二
御
講
之
時
ハ
煮
転
御
本
読
響
」
と
あ
る
。
「
懸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
の
「
御

本
尊
」
は
仏
像
で
は
な
く
仏
画
の
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
清
涼
殿
二
間
に
「
本
尊
」
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
が

存
在
す
る
。
十
三
世
紀
前
半
、
仁
和
寺
僧
・
禅
覚
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
三
階
記
類
聚
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
載
る
。

⑨
延
久
仁
寿
殿
観
音
供
外
毎
月
於
二
御
殿
有
観
音
供
事



仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
一
翫
脊
宮
時
一
有
二
此
事
ハ

　
　
　
　
延
久
一
一
年
七
右
記
有
二
此
事
幻
　
　
　
　
〔
侶
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
レ
請
二
南
北
僧
貫
云
々
。

　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
今
推
云
、
当
時
観
音
供
御
本
尊
二
体
御
座
云
々
。
為
彼
時
一
本
尊
ヲ
並
テ
安
置
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
御
室
仰
云
、
古
仏
破
損
之
間
新
造
之
由
見
二
為
房
記
｝
也
。
分
明
無
二
御
嵩
一
語
レ
之
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
三
条
天
皇
は
東
宮
の
時
以
来
観
音
供
を
行
っ
て
お
り
、
延
久
（
一
〇
六
九
～
一
〇
七
四
）
頃
に
も
、
仁
寿
殿
観
音
供
と
は

別
に
「
御
殿
」
に
於
い
て
観
音
供
を
続
け
て
い
た
。
「
御
室
仰
云
」
の
内
容
は
、
⑤
の
学
海
注
進
状
に
よ
る
仁
寿
殿
御
仏
造
立
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
二
週
頃
観
音
供
本
尊
と
し
て
並
置
し
た
、
と
い
う
事
で
あ
り
、
並
置
す
る
ま
で
は
「
御
殿
」
に
東
宮
以
来
の
観
音
像

を
置
い
て
い
た
と
い
う
。
詳
細
な
場
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
清
涼
殿
で
御
本
尊
を
安
置
す
る
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

や
は
り
二
間
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
皇
居
の
火
災
に
際
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
「
御
仏
」
と
い
う
も
の
が
古
記
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
水
左
記
』
承
暦
四
年

（｝

對
ｪ
○
）
二
月
九
日
条
で
は
、
高
陽
院
の
焼
亡
を
伝
え
て
い
る
が
、
「
寝
殿
御
物
一
反
二
取
出
刃
但
御
仏
一
両
他
所
二
見
出
一
也
」
と
あ
る
。
さ

ら
に
永
久
二
年
（
一
＝
四
）
八
月
三
日
皇
居
大
井
殿
の
焼
亡
に
際
し
、
藤
原
宗
忠
は
、

　
　
⑩
召
二
検
非
違
使
等
縞
令
レ
尋
＝
御
物
有
無
一
大
略
皆
取
出
了
。
但
二
間
御
仏
一
体
、
昼
御
座
大
床
子
一
脚
焼
了
。
此
外
瘤
取
出
了
。
　
（
咽
中
右
記
』
）

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
史
料
⑥
『
中
右
記
』
永
長
元
年
の
記
事
で
も
、
元
か
ら
御
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
た
如
意
輪
観
音
像

が
十
八
日
観
音
供
本
尊
に
転
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
様
に
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
、
天
皇
の
御
在
所
に
置
か
れ
た
仏
像
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
り
、
そ
れ
が
仁
寿
殿
観
音
像
と
は
別
に
「
御
本
尊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
鈴
木
氏
は
、
次
の
醍
醐
寺
三
昧
堂
の
安
置
仏
に
関
す
る
『
醍
醐
雑
事
記
』
の
記
述
か
ら
、
醍
醐
天
皇
の
時
代
か
ら
清
涼
殿
二
間
に

「
御
本
尊
」
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。

　　

L
延
喜
禦
難
野
掛
霊
鑑
輪
奉
豪
華
鼠
壁
又
嶋
纏
構
罐
之
均
丙
露
華
欲
盤
渉
当
寺
熱
時
±
面
・
頂
上
仏
失
了
不
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レ
見
。
奉
レ
入
レ
チ
一
醍
醐
｝
之
後
件
頂
仏
在
ム
矢
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
・
三
昧
堂
）

　
仁
寿
殿
念
訥
堂
と
の
関
係
か
ら
こ
の
史
料
に
つ
い
て
言
及
し
た
鈴
木
氏
は
、
同
雑
事
記
に
収
録
す
る
文
治
二
年
注
進
の
醍
醐
寺
法
蔵
文
書
櫃

目
録
に
「
延
喜
御
持
仏
可
レ
献
香
花
請
文
一
枚
、
天
暦
二
年
三
月
廿
日
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
雑
事
記
に
よ
り
毎
月
十
八
日
に
三
昧
堂
に
お
い
て

観
音
供
を
修
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
こ
の
十
一
面
観
音
は
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
に
仁
寿
殿
で
供
養
さ
れ
た
観
音
像
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
同
時
に
、
「
醍
醐
天
皇
の
御
本
尊
に
聖
観
音
、
十
一
面
観
音
、
如
意
輪
の
鮭
鱒
の
観
音
像
が
あ
り
、
十
一
面
観
音
は
御
在
所
清
涼
殿
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

間
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
醍
醐
天
皇
の
御
本
尊
に
関
し
て
は
、
醍
醐
寺
三
宝
院
流
勝
軍
に
よ
っ
て
永
久
三
年
（
一
＝
五
）
に
著
さ
れ
た
『
伝
受
記
』
に
同
じ
内

容
が
見
え
る
。

⑫

一
、
十
八
日
観
音
供
事

仁
寿
殿
内
荘
調
厳
｝
室
一
被
レ
修
二
観
音
供
　
云
々
。

旧
記
云
、
承
事
中
二
大
師
奉
詔
命
被
レ
修
レ
之
云
・
。
仏
僧
供
内
樋
隼
奉
昏
蒙
本
尊
ハ
大
師
禦
尊
土
中
・
聖
如
意
輪
回
禦
嫉
・

三
体
共
大
師
令
二
腿
芸
・
。
脇
侍
ハ
梵
天
・
帝
尺
也
。
彼
禦
尊
ハ
天
暦
禦
被
・
安
立
醍
醐
寺
三
昧
零
露
畢
。

般
若
寺
記
紀
、
十
入
日
観
音
供
御
本
尊
、
延
喜
坐
主
登
霞
之
後
、
天
暦
御
宇
銀
被
レ
送
二
醍
醐
寺
い
被
レ
安
コ
置
三
昧
堂
一
之
時
、
彼
御
本
尊
内
聖
観
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
畏
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
畏
力
〕

ノ
頂
上
仏
導
燈
レ
見
。
臨
期
仰
天
、
□
黒
帯
奉
レ
渡
し
二
昧
堂
一
之
処
、
頂
上
仏
思
、
然
野
選
レ
元
現
＝
頂
上
ハ
拝
見
諸
人
鉱
毒
成
一
一
弁
特
之
思
一
畢
。
被

・
渡
・
三
昧
掌
之
時
、
以
・
三
尊
寸
法
卸
巧
匠
被
・
写
研
旦
以
・
新
造
骨
壷
応
和
二
年
郎
六
月
＋
合
爵
剛
直
殿
箋
福
正
依
勅
命
開
眼

畢
云
々
。

　
⑪
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
「
旧
記
」
が
述
べ
る
内
容
の
う
ち
、
御
本
尊
が
空
海
開
眼
の
承
和
年
中
の
も
の
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

延
喜
十
六
年
に
醍
醐
天
皇
が
観
音
像
を
供
養
さ
せ
て
い
る
の
で
事
実
で
は
な
い
。
由
緒
を
空
海
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
、
観
音
供
由
緒
説
に

多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
、
天
暦
期
に
御
本
尊
が
醍
醐
寺
に
送
ら
れ
た
と
い
う
「
旧
記
」
「
般
若
寺
記
」
に
共
通
す
る
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仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

内
容
は
、
⑬
と
同
内
容
で
あ
る
。
鈴
木
氏
は
⑪
か
ら
十
一
面
像
の
み
が
清
涼
殿
二
間
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
二
間
か
ら
移
し
た
と
し
て
い

た
が
、
『
雑
事
記
』
か
ら
は
そ
の
様
な
事
実
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
『
伝
受
記
』
に
よ
れ
ば
、
三
体
は
全
て
「
観
音
供
御
本
尊
」
で
、
そ
の

内
一
体
の
頂
上
仏
が
消
え
た
と
い
う
説
明
を
し
て
お
り
、
三
体
が
仁
寿
殿
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
か
理
解
で
き
な
い
。
史
料
②
応
和
二
年
の
新

造
に
際
し
て
も
、
観
音
供
本
尊
と
考
え
ら
れ
る
像
は
こ
体
造
ら
れ
、
「
各
居
私
殿
」
「
如
レ
旧
安
置
」
と
両
方
が
仁
寿
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た

事
か
ら
、
醍
醐
天
皇
の
本
尊
の
場
合
も
複
数
体
重
在
し
、
全
て
仁
寿
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
史
料
①
延
喜
十
六
年
の
宣
旨
で
は
、
仁
寿
殿
で
十
一
面
観
音
像
の
供
養
、
さ
ら
に
以
後
の
観
音
供
に
つ
い
て
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
そ
の
観
音
像
は
仁
寿
殿
の
仏
殿
に
置
か
れ
る
事
が
予
想
で
き
、
以
降
実
際
に
仁
寿
殿
「
念
漏
壷
」
で
観
音
供
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

後
か
ら
清
涼
殿
二
間
に
移
動
さ
せ
た
と
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
し
、
二
間
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
と
は
い
え
、
儀
礼
・
政
務
の
場
で
も
あ
る
清

涼
殿
に
、
天
暦
期
ま
で
先
々
代
の
御
本
尊
が
三
体
も
置
か
れ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
仁
寿
殿
も
儀
礼
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
は
多

い
が
、
鈴
木
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
儀
礼
が
行
わ
れ
る
の
は
東
側
の
空
間
で
あ
り
、
西
側
は
利
用
さ
れ
な
い
。
西
側
の
構
造
推
定
が
難
し
い

理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
儀
式
な
ど
公
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
た
め
、
仁
寿
殿
の
西
側
に
観
音
像
が
安
置
さ
れ
続
け
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
二
間
の
仏
像
の
存
在
を
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の
が
十
一
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
全
く
史
料
に
現
れ
な
い
。
も

し
直
直
に
安
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
当
該
期
の
古
記
録
・
儀
式
書
類
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
言
及
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
三
体
が
同
時
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
元
か
ら
仁
寿
殿
に
並
置
さ
れ
て
お
り
、
村
上
天
皇
に
よ
る
仁
寿
殿
の
観
音
通
夜
造
等
の
理

由
に
よ
り
、
醍
醐
寺
に
移
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
「
蔵
人
式
」
の
様
に
、
本
来
内
裏
に
あ
る
「
御
持
仏
」
と
い
え
ば
仁
寿
殿
観
音
像
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
事
例
か
ら

も
判
明
す
る
。
万
寿
四
年
（
｝
〇
二
七
）
二
月
、
図
書
寮
の
焼
亡
に
よ
り
、
保
管
さ
れ
て
い
た
宮
中
仏
事
に
用
い
る
べ
き
仏
像
や
経
も
焼
失
し

た
。
四
月
に
な
り
季
御
読
経
の
仏
像
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
際
、
通
常
用
い
て
い
た
図
書
寮
所
蔵
の
仏
像
に
代
わ
り
、
「
但
御
仏
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
乎
力
〕

以
二
仁
寿
殿
御
持
仏
一
嘗
レ
行
書
、
御
経
・
雑
具
此
度
者
被
レ
用
二
他
所
一
何
事
之
有
呼
」
（
示
右
記
』
万
寿
四
年
四
月
＋
七
日
条
）
と
し
て
お
り
、
「
御
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持
仏
」
は
仁
寿
殿
の
観
音
像
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
仏
像
の
存
在
に
つ
い
て
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
は
宮
中
に
は
他
の
仏

像
が
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
こ
の
よ
う
に
、
親
善
の
仏
像
の
存
在
を
同
時
代
史
料
か
ら
明
確
に
確
認
で
き
る
の
は
十
一
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
古
記
録
・

儀
式
書
聖
に
は
一
切
そ
の
よ
う
な
存
在
は
見
出
せ
な
い
。
十
一
世
紀
後
半
以
降
、
仁
寿
隠
避
音
像
と
は
別
に
、
天
皇
の
「
御
本
尊
」
で
あ
る
仏

像
が
二
間
に
登
場
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
十
一
世
紀
後
半
に
登
場
し
た
二
体
の
「
御
本
尊
」
の
存
在
は
、
十
八
日
観
音
供

に
対
す
る
認
識
の
更
な
る
混
乱
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
2
二
つ
の
「
御
本
尊
」

　
十
一
世
紀
後
半
以
降
、
二
間
に
「
御
本
尊
」
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
清
涼
殿
に
仏
像
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
要
因
・
背
景
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
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（｝

j
真
言
院
へ
の
移
動

　
先
ほ
ど
再
興
に
際
し
、
観
音
供
が
「
年
来
途
絶
」
し
て
い
た
と
あ
っ
た
が
、
実
は
観
音
供
自
体
の
断
絶
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
三

僧
記
類
聚
』
巻
第
十
に
は
、

　
　
⑬
代
初
観
音
供
於
二
真
言
堕
被
レ
行
事
調
聯
甥
籐
房

　
　
　
　
応
徳
四
轟
噸
正
月
＋
八
日
辛
禾
為
襲
政
殿
御
使
参
院
。
受
禅
以
律
未
被
レ
行
観
音
堂
會
・
次
馬
障
差
響
レ
行
乎
。
院
宣
云
、

　
　
　
　
於
一
禁
中
【
未
レ
被
レ
行
二
仏
事
ハ
於
二
真
言
院
一
可
レ
被
レ
行
。
随
被
レ
奉
レ
渡
二
仁
寿
殿
御
乾
蝕
差
目
遣
出
納
義
経
一
安
笥
置
真
紅
院
｝
遣
レ
召
二
定
賢
僧
都
一
令
レ
修

　
　
　
　
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
い
う
内
容
が
見
え
る
。
寛
治
元
年
（
～
○
八
七
）
正
月
十
八
日
、
代
初
め
の
観
音
供
を
行
お
う
と
し
た
が
、
受
禅
以
後
初
め
て
の
仏
事
で
あ
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る
た
め
、
結
周
真
言
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
に
な
り
、
像
を
仁
寿
殿
か
ら
真
書
院
に
移
動
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
『
為
雪
曇
記
』
同
年
四
月
十

八
日
条
か
ら
、
四
月
に
も
真
言
院
で
観
音
供
が
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
観
音
供
が
完
全
に
絶
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
仁
寿
殿
で
の
毎

月
の
観
音
供
と
い
う
本
来
の
形
が
途
絶
し
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
長
者
ら
は
真
雷
院
を
利
用
す
る
事
で
観
音
供
を
継
続
さ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。
他
に
真
書
院
で
行
わ
れ
て
い
る
例
を
探
す
と
、
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
五
月
十
八
日
に
も
、
神
事
に
よ
り
墓
蓄
院
で
行
わ
れ
て
い

⑫
る
。　

ま
た
、
『
簿
記
』
康
治
元
年
（
＝
四
；
正
月
十
八
日
条
に
は
、
「
仁
寿
殿
観
音
供
養
、
寛
平
僧
正
、
称
レ
有
二
事
煩
ハ
渡
日
真
言
院
｝
歎
。
此

後
、
於
篇
真
言
院
「
行
レ
之
」
と
い
う
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
年
中
行
事
書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
⑭
十
八
日
。
賭
弓
事
。
（
中
略
）

　　

@　

@　

@
　
仁
寿
殿
響
箋
齢
甥
關
舞
鷺
裂
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
⑬
『
師
元
年
中
行
事
』
）

　
真
言
院
で
の
観
音
供
勤
修
は
十
一
世
紀
後
半
か
ら
見
え
る
が
、
寛
助
の
頃
に
は
完
全
に
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
里
内
裏
の
頻
繁
な

移
動
に
左
右
さ
れ
る
状
況
か
ら
、
東
寺
長
者
自
ら
の
管
理
下
に
観
音
像
を
移
動
さ
せ
、
毎
月
の
勤
修
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
事
の

際
の
観
音
供
の
扱
い
か
ら
も
わ
か
る
。
十
世
紀
に
は
十
八
日
近
く
に
神
事
が
重
な
っ
た
場
合
、
「
依
二
神
事
近
一
不
レ
修
二
観
音
供
｝
事
」
と
観
音
供

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
中
止
さ
れ
て
い
た
が
、
承
徳
二
年
の
よ
う
に
十
一
世
紀
末
に
は
真
雷
院
に
場
を
移
す
事
で
、
中
止
を
避
け
て
い
た
。

　
一
時
的
に
里
内
裏
と
な
っ
た
邸
宅
で
は
、
仁
寿
殿
と
同
様
の
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
、
毎
月
十
八
日
の
観
音
供
の
執
行
は
確
実
に
約
束
さ
れ
た

も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
二
間
で
の
観
音
供
再
興
は
、
こ
の
点
を
解
決
し
つ
つ
、
御
在
所
近
く
で
の
奉
仕
に
戻
す
た
め
考
案
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
結
局
定
着
さ
せ
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
二
）
　
御
在
所
の
移
動
と
新
た
な
「
御
本
尊
」

　
そ
し
て
こ
の
観
音
寺
場
所
の
複
雑
な
移
動
が
、

二
間
御
本
尊
の
登
場
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
各
天
皇
の
意
向
を
反
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映
し
た
「
御
本
尊
」
と
し
て
造
ら
れ
、
内
裏
内
に
安
置
さ
れ
た
観
音
像
も
、
里
内
裏
の
恒
常
的
利
用
や
遷
幸
が
繰
り
返
さ
れ
始
め
る
と
、
天
皇

の
御
在
所
近
く
か
ら
離
れ
、
東
寺
長
者
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。
つ
ま
り
天
皇
の
信
仰
の
対
象
と
い
う
よ
り
、
真
言
僧
の
奉
仕
の
対
象
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
為
、
身
近
な
所
に
常
に
安
置
さ
れ
る
本
当
の
「
御
本
尊
」
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
示
す
史
料
が
、
次
の
『
三
僧
記
類
聚
』
巻
七
「
仁
寿
殿
観
音
供
御
本
尊
事
」
に
見
え
る
。

　
　
　
　
（
…
二
〇
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
　
難
）

　
　
⑮
承
元
三
年
十
二
月
親
守
律
師
宮
僧
正
御
房
御
代
富
参
勤
豊
漁
語
レ
之
、
彼
御
本
尊
二
体
御
座
云
々
。
一
体
持
レ
瓶
、
十
一
面
也
。
　
体
持
二
蓮
花
の
施

　
　
　
　
無
畏
聖
観
音
欺
。
二
体
之
条
不
審
也
。
寅
荷
御
壁
被
二
造
加
「
哉
之
由
被
レ
語
。
請
所
御
干
二
塁
亭
↓
猶
於
【
大
内
［
被
レ
行
也
。
打
任
不
レ
用
二
代
官
↓
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
念
力
〕

　
　
　
　
者
自
参
勤
。
殊
御
殿
障
之
間
被
差
進
云
々
。

　
十
一
面
観
音
と
聖
観
音
、
つ
ま
り
観
音
像
が
二
体
存
在
す
る
事
に
つ
い
て
、
そ
の
由
緒
を
説
明
し
て
い
る
。
「
里
亭
」
で
の
観
音
供
を
望
む

も
の
の
、
「
殊
御
殿
障
之
間
」
は
大
内
（
真
書
院
）
で
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
代
わ
り
に
進
め
ら
れ
た
像
が
、
現
在
で
は
本
来
の
観
音
供
本
尊
と
並

置
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
に
な
る
。
史
料
の
年
代
は
一
世
紀
善
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
二
体
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
過
去
の

経
緯
を
述
べ
、
里
内
裏
利
用
中
の
不
都
合
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
「
大
内
」
で
行
い
た
い
真
言
僧
と
、
身
近
に
本
尊
を
置
き
た
い
天

皇
の
意
思
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
太
田
静
六
氏
は
内
裏
・
里
内
裏
の
利
用
形
態
を
三
期
に
分
け
、
後
冷
泉
天
皇
の
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
の
内
裏
罹
災
翌
年
か
ら
承
久
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（一

�
鼡
縺
j
を
黒
内
裏
全
盛
時
代
（
内
裏
衰
退
時
代
）
と
し
て
い
る
。
里
内
裏
と
内
裏
の
併
用
本
格
化
・
里
内
裏
問
の
頻
繁
な
移
動
と
、
清
涼

殿
（
御
在
所
）
の
仏
像
の
登
場
は
と
も
に
十
一
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
、
重
な
っ
て
い
る
。
仁
寿
殿
観
音
像
は
、
も
は
や
先
例
・
由
緒
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
十
八
日
観
音
供
の
為
の
御
仏
と
な
っ
て
お
り
、
真
言
僧
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
仏
像
供
養
や

臨
時
の
加
持
等
で
使
用
が
盛
ん
に
な
っ
た
清
涼
殿
二
間
に
常
に
安
置
さ
れ
る
仏
像
と
し
て
、
改
め
て
「
御
持
仏
（
御
本
尊
）
」
が
望
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
。
二
間
御
本
尊
は
、
東
宮
時
代
か
ら
の
も
の
を
持
ち
込
む
よ
う
な
、
非
常
に
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
先
例
等
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
三
）
　
観
音
供
と
「
御
本
尊
」
の
関
係

　
し
か
し
、
観
音
供
が
完
全
に
真
言
院
の
行
事
へ
移
行
す
る
事
は
な
か
っ
た
。
鳥
羽
天
皇
頃
か
ら
儀
式
の
場
・
内
裏
と
常
住
の
里
内
裏
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

機
能
分
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
降
安
定
し
た
里
内
裏
長
期
利
用
が
常
態
と
な
る
が
、
こ
れ
が
定
着
し
た
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
再
び
里

内
裏
で
の
仁
寿
殿
観
音
供
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
久
安
元
年
（
＝
四
五
）
（
噸
台
記
』
正
月
＋
八
日
条
）
、
承
安
四
年
（
＝
七
四
）
（
『
悪
留

蟹
草
』
正
月
十
八
日
条
）
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
（
欄
玉
葉
』
正
月
十
八
日
置
）
に
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
の
記
録
が
あ
る
が
、
各
々
当
時
の
御
在
所

は
土
御
門
鳥
丸
殿
、
後
者
は
共
に
閑
院
で
あ
っ
た
。
内
裏
に
准
じ
て
造
営
さ
れ
た
と
さ
れ
る
土
御
門
鳥
丸
殿
の
場
合
、
少
な
く
と
も
久
安
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

頃
に
は
仁
寿
殿
代
が
存
在
し
て
い
た
事
が
確
実
で
あ
り
、
こ
の
一
角
に
安
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
『
師
元
年
中
行
事
隠
等
に
記
述
が
あ
る

通
り
真
一
欝
院
の
利
用
も
続
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
里
内
裏
に
お
け
る
仁
寿
殿
代
へ
の
安
置
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
初
め
か
ら
皇
居
と
し
て
造
営
さ
れ
た
建
保
元
年
（
一
二
皿
三
）
完
成
の
閑
院
内
裏
で
は
、
仁
寿
罪
代
に
観
音
重
安
置
場
所
が
存
在
し

た
。
『
民
経
記
瞼
寛
喜
三
年
（
一
二
＝
二
）
四
月
十
四
日
置
に
見
え
る
除
目
の
成
功
の
中
に
、
「
仁
寿
殿
観
音
仏
所
功
」
が
含
ま
れ
て
い
る
事
か

ら
、
仁
寿
殿
代
に
は
内
裏
仁
寿
殿
念
聖
堂
に
当
る
場
所
が
存
在
し
、
観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
度
重
な
る
移
動
や
二
間
御
本
尊
の
登
場
は
、
観
音
供
を
取
り
巻
く
状
況
を
更
に
複
雑
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
影
響
と
思
わ
れ
る
の

が
、
十
八
日
観
音
竹
に
際
し
本
尊
が
二
体
あ
り
、
そ
の
由
来
が
不
明
で
あ
る
と
い
っ
た
混
乱
で
あ
る
。
『
三
蓋
記
類
聚
』
に
は
、

⑯
十
八
日
観
音
供
本
尊
事

　
　
心
覚
闊
梨
抄
云
、
齢
鵠
禦
尊
外
又
夢
＋
並
屋
濫
行
墨
ム
、
不
レ
知
行
何
□
仏
。
但
円
成
寺
整
戸
安
二
帳
中
乏
由
被
レ
示
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
・
仁
和
寺
本
第
六
柵
）

⑰

観
音
供
晦
御
念
荊
事

曇
空
法
印
語
云
、
本
田
丁
二
体
有
レ
之
、
　
一
ハ
ロ
受
像
、

新
仏
ワ
ロ
キ
ハ
古
像
云
々
。
僻
事
也
云
々
。

ハ
新
造
、
入
不
レ
知
レ
回
訓
時
之
ハ

古
ト
ヲ
ホ
シ
キ
ハ
目
出
タ
キ
仏
誕
。
但
小
行
事
云
、
能
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
早
・
内
閣
本
第
五
冊
）
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と
あ
る
。
こ
の
二
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
史
料
⑨
『
三
二
記
類
聚
』
に
見
え
る
「
為
二
彼
時
本
尊
ヲ
並
テ
安
置
也
。
」
と
同
じ
も
の
を
指
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　
さ
ら
に
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
仁
寿
殿
と
二
間
に
同
時
に
御
本
尊
が
置
か
れ
て
い
た
事
を
示
す
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
が
以
下
の
『
花
園
天
皇

震
記
』
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
四
月
二
十
七
日
条
で
あ
る
。

　
　
⑱
今
日
始
二
念
麺
参
三
闘
也
。
観
音
可
レ
奉
レ
置
社
一
興
↓
而
今
度
指
図
減
レ
問
、
猶
如
レ
元
町
レ
居
三
脚
也
。
古
有
ニ
エ
体
鰍
。
　
潴
工
鵬
澱
承

　
　
久
後
若
為
三
体
鰍
。
議
鞍
繁

　
こ
の
月
、
花
園
天
皇
は
要
港
冷
泉
富
小
路
殿
へ
遷
御
し
た
た
め
、
改
め
て
観
音
供
本
尊
の
安
置
場
所
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
承

久
後
」
以
下
は
、
承
久
元
年
（
一
一
二
九
）
七
月
十
三
日
、
源
頼
茂
の
放
火
に
よ
る
内
裏
焼
亡
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
保
元
年

の
時
点
で
観
音
供
本
尊
は
一
体
、
し
か
も
遷
御
以
前
も
二
間
に
置
か
れ
て
い
た
事
が
分
か
り
、
こ
の
前
後
月
の
十
八
日
条
の
記
事
を
見
て
も
、

二
間
で
観
音
供
が
行
わ
れ
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
古
有
三
体
こ
以
下
の
内
容
か
ら
、
承
久
以
前
に
観
音
像
は
二
体
存
在
し
、
各
々

仁
寿
殿
と
清
涼
殿
二
間
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
が
わ
か
る
。
ま
た
同
時
に
、
現
時
点
で
は
二
間
に
観
音
供
本
尊
を
安
置
し
て
い
る
に
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
ら
ず
、
や
は
り
十
八
日
観
音
供
の
本
来
の
場
は
仁
寿
殿
と
考
え
ら
れ
、
あ
く
ま
で
「
仁
寿
殿
観
音
供
を
二
間
で
行
う
」
と
い
う
認
識
が
続
い

て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
実
態
に
合
わ
な
い
呼
称
、
先
例
の
重
視
は
、
仁
寿
殿
の
観
音
像
が
、
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
天
皇
の
日
常
的
・
私

的
信
仰
の
対
象
で
は
な
く
な
り
、
真
言
僧
が
奉
仕
す
る
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
と
い
う
行
事
の
一
要
素
と
な
っ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
十
一
世
紀
後
半
以
降
「
二
間
御
本
尊
」
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
観
音
供
が
再
び
天
皇
の
御
在
所
近
く
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
後
も
、
観
音
供
本
尊
と
「
二
間
御
本
尊
」
が
同
時
に
存
在
し
、
ま
た
二
間
に
「
仁
寿
殿
観
音
供
本
尊
」
が
安
置
さ
れ
る
と
い
っ
た
複
雑
な

状
況
が
生
じ
る
事
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
「
御
本
尊
」
が
二
間
と
い
う
空
間
の
特
殊
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
真
言
僧
を
中
心
に
複
雑
な
言
説
が
生
み
出
さ
れ
る
事
に
な
る

の
で
あ
る
。
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仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

①
堀
裕
氏
に
よ
っ
て
、
護
持
僧
的
な
存
在
が
成
立
し
た
の
は
九
世
紀
中
頃
と
さ
れ

　
て
い
る
（
堀
裕
「
護
持
僧
と
天
皇
一
（
大
山
喬
平
教
授
退
官
認
念
会
編
『
日
本
擁

　
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
輪
超
文
閤
出
版
、
一
九
九
七
）
。

②
他
に
「
御
念
訥
間
一
が
見
え
る
の
は
、
寛
仁
元
年
八
月
二
十
一
臼
条
、
嗣
三
年

　
正
月
一
日
条
。

③
仁
王
講
は
魍
中
右
記
瞼
寛
治
七
年
七
月
二
日
七
月
二
日
条
等
、
日
蝕
・
月
蝕
御

　
祈
は
『
中
右
記
臨
永
長
元
年
七
月
一
日
・
天
仁
元
年
五
月
一
嗣
・
『
兵
範
記
隔
仁

　
欝
欝
年
二
月
十
四
日
条
等
。
同
薩
に
清
涼
殿
で
二
つ
以
上
の
仏
事
を
平
行
し
て
行

　
う
場
合
も
あ
る
。
（
槻
中
右
記
』
寛
治
七
年
二
月
二
十
六
日
条
等
）
。

④
　
他
に
明
小
右
記
臨
永
観
二
年
十
二
月
十
九
日
条
（
内
御
仏
名
）
、
明
中
右
記
鰍
寛

　
治
五
年
五
月
十
二
B
条
（
最
勝
講
）
、
魍
台
記
聞
久
安
六
年
五
月
十
九
日
脚
（
最
勝

　
講
）
他
多
数
。

⑤
こ
の
位
置
関
係
は
、
山
岸
常
人
氏
が
指
摘
す
る
寺
院
に
お
け
る
院
・
女
院
の
聴

　
聞
位
置
関
係
と
同
じ
で
あ
る
（
山
岸
常
人
剛
中
世
寺
院
社
会
と
仏
堂
瞼
（
塙
書
房
、

　
一
九
九
〇
）
第
一
部
第
二
章
第
三
節
）
。

⑥
噌
元
亨
三
年
愚
注
暦
裏
書
隔
「
時
範
記
」
。
「
於
二
陣
奉
修
観
音
覆
髄
例
」
（
高
陽

　
院
）
。

⑦
内
閣
文
庫
本
第
五
冊
。
本
論
で
は
仁
和
寺
所
蔵
七
冊
本
（
噸
仁
和
寺
研
究
臨
第

　
｝
輯
～
第
四
輯
）
未
所
収
部
分
を
内
閣
文
庫
九
冊
本
で
補
う
。
な
お
、
巻
次
に
つ

　
い
て
は
古
藤
真
平
「
仁
和
寺
本
刑
三
強
記
類
聚
諌
の
巻
次
構
成
」
（
噸
仁
和
寺
研

　
究
馳
第
～
輯
、
　
九
九
九
）
に
従
う
。

⑧
噸
春
記
瞼
長
久
元
年
五
月
二
日
条
に
、
「
有
レ
召
参
内
、
即
参
二
御
前
ゆ
下
命
、
御

　
持
仏
以
」
疋
朝
…
仰
了
、
可
二
開
眼
事
、
又
夏
季
薬
師
御
修
法
事
等
、
可
レ
触
蘭

　
白
し
　
と
あ
り
、
同
月
十
九
霞
に
御
念
㎜
几
所
（
二
間
）
に
お
い
て
純
銀
薬
師
仏
の

　
黒
眼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
薬
師
仏
を
本
尊
と
し
た
御
修
法
は
同
思

　
南
堂
（
里
内
裏
・
土
御
門
邸
内
の
堂
）
で
行
わ
れ
て
お
り
、
御
在
所
の
御
持
仏
で

　
は
な
い
。
御
願
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
仏
像
の
開
眼
供
養
が
内
裏
二
間
で
行
わ
れ
る

　
こ
と
は
数
多
く
あ
り
、
「
御
持
仏
」
と
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
場
合
は
内
裏
に

　
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
干
瓢
二
間
の
仏
像
を
考
察

　
す
る
に
あ
た
っ
て
は
対
象
と
し
な
い
。

⑨
鈴
木
前
掲
論
文
。
『
醍
醐
寺
雑
事
記
棘
と
同
内
容
が
噸
白
面
口
抄
』
巻
五
四
聖

　
観
音
下
に
載
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
如
意
輪
観
音
像
は
金
、
聖
観
音
・
十
一
面
観
音

　
像
は
銀
で
あ
る
。

⑩
随
心
院
聖
教
類
綜
合
調
査
団
編
噸
随
心
院
聖
教
類
の
研
究
十
四
〇
七
頁
、
汲
古

　
轡
院
、
一
九
九
五
。

⑪
仁
和
寺
本
題
七
冊
。

⑫
『
元
亨
三
年
愚
注
暦
裏
書
臨
「
時
範
記
」
承
徳
二
年
五
月
十
八
日
門
今
日
観
音

　
供
、
依
神
事
、
於
真
言
院
修
之
」
。

⑬
明
師
遠
景
申
行
事
廓
噛
年
中
行
事
秘
抄
隔
隅
師
光
年
中
行
事
齢
正
月
十
八
日
の
項

　
に
も
同
内
容
。

⑭
康
保
二
年
四
月
・
十
一
月
、
隅
三
年
二
月
・
四
月
は
神
事
の
た
め
中
止
さ
れ
て

　
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
糊
延
喜
天
暦
御
記
抄
』
隅
年
中
行
事
秘
抄
臨
）
。

⑮
太
田
静
六
噸
寝
殿
造
の
研
究
隔
第
七
副
業
一
節
、
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八
七
。

⑯
橋
本
義
彦
「
里
内
裏
」
（
『
平
安
京
の
邸
第
』
望
稜
舎
、
一
九
八
七
）
。

⑰
太
田
前
掲
論
文
。
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第
三
章
観
音
供
の
意
義

1

仁
海
と
仁
寿
殿
観
音
供
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本
来
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
て
い
た
天
皇
の
個
人
的
仏
事
は
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
、
観
音
供
が
真
言
僧
の
管
理
下
に
置
か
れ

る
事
に
な
り
、
真
言
僧
の
特
殊
な
奉
仕
、
ま
た
天
皇
に
と
っ
て
の
重
要
な
仏
事
と
し
て
複
雑
な
言
説
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
真
言
僧
自
身
が

確
実
な
由
緒
や
経
緯
を
把
握
し
き
れ
ず
、
情
報
の
混
乱
が
あ
る
一
方
で
、
仁
寿
殿
観
音
供
は
真
雷
僧
が
果
た
す
べ
き
重
要
な
勤
め
の
一
つ
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
本
来
個
人
的
仏
事
で
あ
り
、
特
に
目
立
つ
事
も
な
か
っ
た
観
音
供
が
注
目
さ
れ
た
背
景
・
経
緯
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
。

　
そ
も
そ
も
、
史
料
上
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
仁
寿
殿
観
音
供
が
真
言
僧
の
主
要
な
勤
め
と
し
て
改
め
て
確
認
さ
れ
た
の
に
は
、
十
一
世
紀
に

活
躍
し
た
東
寺
長
者
仁
海
の
働
き
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
以
下
は
、
仁
海
が
真
言
院
を
中
心
と
し
た
真
一
言
僧
の
活
動
に
つ
い
て
撰
述
し
た

　
　
　
　
　
①

『
灌
頂
御
願
記
』
で
あ
る
。

内
道
場
真
言
院

　
東
寺
長
者

　
定
額
僧
廿
一
人
以
外
他
宗
僧
不
二
交
参
一
之
瑚
ム
矢

　
　
（
中
略
・
真
言
院
梅
造
等
）

毎
月
晦
御
念
訥
三
ヶ
日
夜
勤
笥
修
之
一

　
仏
僧
供
料
六
石
大
炊
寮
供
奉
。

毎
月
十
八
日
仁
寿
殿
観
音
供
事



仁寿殿観音供と二閏御本尊（斎木）

　
仏
僧
供
料
二
石
内
蔵
寮
供
奉
。

　
已
上
根
本
作
法
一
長
者
所
レ
奉
レ
修
。

円
融
院
御
願

　
　
（
中
略
）

今
上
御
願
延
命
御
修
法
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慈
力
）

　
於
二
真
言
院
「
被
二
始
行
V
之
。
時
権
僧
正
成
典
奉
レ
修
。
相
次
無
下
可
昏
晦
海
奉
レ
修
之
宣
旨
上
難
レ
堪
二
身
悉
｝
之
間
、
挙
コ
令
息
源
大
法
師
論
賛
レ
令
二
召
修
⑩
如

　
レ
是
之
間
無
二
殊
障
碍
↓
過
二
数
百
壇
一
台
。
随
二
辞
退
申
一
可
レ
被
二
許
克
一
夷
。
至
二
子
後
々
召
↓
不
二
辞
申
一
歎
。

件
御
修
法
可
レ
暴
レ
修
支
度

　
前
大
僧
正
一
長
者
難
レ
進
石
彫
真
言
院
丼
灌
頂
事
等
一
如
レ
不
レ
被
二
知
行
駄
面
勤
粗
鉱
灌
頂
一
仁
海
一
人
十
六
ヶ
年
。
準
則
仁
海
・
成
典
・
延
前
罪
入
可
レ
奉

　
レ
修
支
度
所
二
定
申
訟
矢
。

毎
月
三
十
日

　
上
旬
十
ヶ
日
仁
海
番
、
定
額
僧
七
人
、
但
一
人
大
阿
闇
梨
手
製
可
レ
令
二
勤
修
幻
即
事
一
一
闇
闇
梨
供
可
レ
充
凋
若
手
替
蓬
田
。
今
六
人
供
十
二
本
法
殉
手
替
僧

　
廿
一
人
上
騰
阿
閣
暖
室
真
昼
六
十
五
、
鵬
五
十
一
、
仁
海
受
法
灌
頂
資
・
修
学
未
レ
退
僧
也
。
当
月
十
八
日
観
音
供
・
晦
日
御
念
訥
事
仁
海
可
レ
奉
レ
修

　
突
。

　
中
旬
十
日
権
僧
正
成
典
番
、
阿
留
学
七
口
可
二
召
用
一
法
如
レ
前
。
下
旬
早
上
権
大
僧
正
血
書
番
、
至
二
干
潟
僧
【
次
阿
闘
梨
七
口
可
二
学
用
司
所
作
々
法
同

　
レ
前
。
右
長
者
三
人
・
伴
僧
廿
一
口
仮
令
錐
二
人
言
替
ハ
至
二
子
職
位
↓
期
二
未
来
際
い
不
レ
可
二
変
改
一
夷
。
長
者
四
人
非
二
常
例
幻

　
観
音
供
は
、
晦
御
念
調
と
と
も
に
東
寺
長
者
が
勤
め
る
べ
き
重
要
な
仏
事
と
し
て
始
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
土
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
仁
海
以

前
か
ら
東
寺
長
者
ら
に
よ
っ
て
、
真
言
院
で
の
活
動
を
中
心
に
壼
ハ
帯
留
の
役
割
を
拡
大
す
る
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
継
い
だ
仁
海
も
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
試
み
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
灌
頂
御
願
記
』
に
は
、
天
皇
の
た
め
主
に
真
言
院
に
お
い
て
真
裏
憎
が
奉
仕
す
る
修
法
等
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表　仁寿殿観音供の変遷

延喜ユ6 916 醍醐 十一面観音供養、以後毎月18日恒例化（7／27） 陳刻薄』

応和2 962 村上
聖観音像二体を新造・供養。仁寿殿持仏堂に安置
i6／18）

『御舞己』

長保2 ！000 一条 昨年制作の観音像を改め造る（正観音）（12／27） ζ三日邊

長暦4 1040 後朱雀
京極土御門殿焼亡（9／9）。仁王が聖観音像注進
i10／ユ9）

窪春記蓋

F醐寺文書』他

※後冷泉十一面観音像新造か 偽房卿記』

延久年問 後三条 御在所でも観音供行う 『王登記類聚』

延久4 1072 後王条 聖観音像新造（前年8月新造内裏還御）（3／10） 『御調『習得

承暦4 1080 白河 高陽院燃亡、仁寿殿での観音供途絶 『東寺長者補任』

寛治元 1087 堀河 真署院で代初め観音供（前年11月即位）（1／18） 『i三僧記類聚雲

永長元 ！096 堀河』
清涼殿二問で観音供再興。二間の如意輪観音像を本

ｸ（1／18）

『中右記』

O者補任」

康和4 1102 堀河

仁寿殿にて観音供（10／工8）

ｦこの頃寛助により璽内裏湖周の観音供を真言院

ﾅ行う

沖右記邊

w記護

久安元 1145 近衛 土御門鳥丸殿にて仁寿殿観音供（1／18） 冨台記』

承安4 1174 高倉 照準にて仁寿殿観音供（ユ／18） 『顕広王軍士

建久3 1192 後鳥羽 閑院にて仁寿殿観音供（1／18） 『玉葉』

承久光 ！219 順徳
放火により内裏焼亡。この時点まで仁寿殿観音と二

ﾔ観音各一体が安置
『花園天皇震記』

寛喜3 1231 後堀河 これ以前に閑院画寿殿代仏殿の改修（4／14） 眠経回礪

康元元 1256 後深草 長者前大僧正道乗仁寿殿観音御衣木加持（8／25） 張者補任』

が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
仁
海
の
頃
に
は
後
朱
雀
天

皇
御
願
の
延
命
御
修
法
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
頃
は
天
皇
の
身
体
を
護
持
す
る
護
持
僧
の

重
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
り
、

仁
海
は
当
時
天
台
僧
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た

護
持
僧
に
食
い
込
む
べ
く
、
真
言
僧
の
存
在
を
強

　
　
　
　
　
　
③

く
主
張
し
て
い
た
。
同
様
に
『
灌
頂
御
願
記
』
で

も
、
天
皇
個
人
の
仏
事
に
お
け
る
真
言
僧
の
役

割
・
活
動
を
強
調
し
、
拡
大
さ
せ
よ
う
と
い
う
意

図
が
窺
え
る
。
そ
の
中
で
、
「
御
本
尊
」
観
音
像

を
以
っ
て
宮
中
に
て
毎
月
行
う
観
音
供
も
、
そ
の

存
在
意
義
が
改
め
て
強
調
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
仁
慈
は
、
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
に
史
料
仁

寿
殿
観
音
注
進
状
を
書
き
進
め
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
後
三
条
天
皇
が
観
音
像
を
新
造
す
る
際
こ
の

注
進
状
が
先
例
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
事
が
『
年
中

行
事
秘
抄
』
『
師
光
年
中
行
事
』
正
月
十
八
日
の

「
仁
寿
殿
観
音
供
事
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
先

に
兇
た
『
伝
受
記
』
や
『
覚
禅
紗
』
で
も
こ
の
注
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進
状
が
引
か
れ
て
い
る
。
仁
海
の
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
。
面
謝
が
改
め
て
仁
寿
殿
観
音
供
を
真
言
僧
の
主
要
な
奉

仕
と
位
置
づ
け
、
そ
の
認
識
が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
『
伝
受
記
』
で
は
、
観
音
供
は
「
天
皇
護
持
」
を
目
的
と
す
る
仏
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
以
下
、
十
一
世
紀
末

か
ら
十
二
世
紀
始
め
の
観
音
供
理
解
の
一
例
と
し
て
、
観
音
供
に
関
す
る
記
述
を
引
く
。

　
　
　
～
、
十
八
日
観
音
供
事

　
　
仁
寿
殿
内
荘
L
室
一
被
レ
修
二
観
音
供
｝
云
々
。

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
延
喜
記
云
、
＋
葦
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
主
號
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
体
力
〕

　
　
七
月
天
下
庖
癒
都
鄙
老
少
無
二
一
人
免
者
叩
同
自
一
一
廿
七
日
一
天
皇
聖
体
不
予
。
天
台
座
増
悪
法
眼
和
尚
鼻
聾
般
若
諦
観
賢
大
僧
都
、
共
令
書
玉
□
不
捨
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

　
　
暫
不
レ
絶
二
藩
学
　
総
合
眼
二
念
ス
。
別
而
仰
一
観
賢
以
二
毎
月
十
八
日
御
本
尊
十
｝
面
一
於
二
仁
寿
殿
一
輪
二
供
養
之
時
、
御
悩
忽
平
癒
、
無
体
安
慰
。
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
勧
〕

　
　
殊
以
尊
重
無
レ
極
。
伍
各
被
レ
授
二
観
講
一
畢
云
々
。

　
延
喜
十
五
年
七
月
庖
瘡
が
流
行
し
、
天
皇
も
不
予
と
な
っ
た
為
、
天
台
座
主
藩
命
と
般
若
寺
心
遣
が
共
に
護
持
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
観
賢
に
は
別
に
御
本

尊
十
一
面
観
音
の
供
養
を
仁
寿
殿
で
行
う
よ
う
命
じ
、
そ
の
験
が
あ
っ
て
平
癒
し
た
、
と
い
う
経
緯
を
観
音
供
の
由
緒
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
以
上
の
内
容
に
つ
い
て
検
証
す
る
と
、
磯
草
本
紀
略
』
延
喜
十
五
年
六
月
～
十
～
月
に
粗
率
が
流
行
し
て
い
た
記
事
が
能
え
、
天
皇
不
予
に

つ
い
て
は
十
月
十
　
日
、
十
六
日
条
に
見
え
る
。
共
に
護
持
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
増
命
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
二
十
五
日
少
僧
都
に
任
じ
ら

　
　
　
⑤

れ
て
お
り
、
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
五
年
の
記
事
は
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
る
。

　
　
同
年
秋
月
、
天
下
庖
瘡
、
都
鄙
老
少
無
二
人
免
者
霜
天
亡
之
南
学
綴
満
朝
野
硝
主
上
聖
体
不
予
、
請
二
座
主
法
眼
和
尚
急
増
命
納
令
レ
護
二
郷
暖
回
勅
日
、
頭

　
　
痛
身
熱
、
不
レ
可
こ
堪
忍
↓
和
尚
合
眼
祈
祷
。
香
炉
続
レ
燗
、
念
諦
連
レ
声
、
熱
悩
忽
散
、
聖
体
安
慰
。
雄
蕊
尊
重
、
授
＝
少
僧
都
位
↓
帰
レ
蝉
騒
上
こ
辞
表
幻

　
こ
の
記
事
か
ら
、
延
喜
十
五
年
の
疫
病
と
天
皇
の
不
予
、
そ
れ
に
伴
う
電
命
の
護
持
・
評
価
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
記
事
を
『
伝
受
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記
』
と
比
較
す
る
と
、
文
章
、
構
成
が
酷
似
し
て
い
る
事
に
気
付
く
。

　
そ
こ
で
他
の
史
料
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
史
料
①
延
喜
十
六
年
七
月
観
音
供
を
命
じ
る
宣
旨
の
日
付
と
食
い
違
い
が
生
じ
る
。
ま
た
、
延
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

十
五
年
七
月
二
十
八
日
に
は
相
撲
召
合
が
、
八
月
一
日
に
は
釈
璽
が
通
常
通
り
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
『
伝
受
記
』
延
喜
十
五
年
七
月
末
の
不

予
と
い
う
内
容
は
恐
ら
く
事
実
で
は
な
い
。
延
喜
十
六
年
宣
旨
の
日
付
が
年
月
と
も
に
誤
り
で
あ
る
可
能
性
、
ま
た
こ
の
頃
観
賢
が
天
皇
の
不

予
に
際
し
護
持
を
行
っ
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
が
、
『
伝
受
記
』
の
内
容
は
『
扶
桑
略
記
』
も
し
く
は
そ
の
典
拠
で
あ
っ
た
史

料
に
拠
っ
て
、
延
喜
十
五
年
の
不
予
・
地
響
の
活
躍
と
、
同
十
六
年
七
月
越
観
音
供
宣
旨
の
件
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
こ
れ
は
十
二
世
紀
段
階
に
お
い
て
、
仁
寿
殿
観
音
供
は
真
言
僧
が
奉
仕
す
る
「
聖
体
安
慰
」
の
仏
事
、
天
皇
を
護
持
す
る
仏
事
で
あ
る
と

い
う
評
価
が
相
応
し
か
っ
た
為
、
そ
の
由
緒
が
装
飾
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
諸
説
の
発
生

　
「
仁
寿
殿
観
音
供
」
と
「
二
間
観
音
供
」
の
呼
称
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
永
長
元
年
の
仁
寿
殿
観
音
供
再
興
時
に
、
場
所
を
清
涼
殿
二
間
に

移
し
た
事
が
先
例
と
し
て
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
二
間
御
本
尊
の
登
場
も
あ
っ
て
混
同
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
限
ら
れ
た
者
が
奉
仕
す
る
点
も
、

観
音
供
全
体
像
の
把
握
を
讐
く
し
て
い
た
・
『
三
僧
記
類
聚
』
巻
九
「
後
吉
東
寺
灌
頂
等
間
勃
」
で
は
・

　
　
　
、
観
音
供
ハ
潅
頂
・
後
七
日
行
ツ
ル
長
者
ノ
其
年
一
年
打
任
テ
勤
ナ
リ
。
晦
御
念
建
網
モ
、
門
弟
ヲ
差
進
ル
事
、
一
年
ハ
下
宿
長
者
二
塁
テ
勤
レ
之
。
近
代

　
　
観
音
馬
丁
モ
進
二
手
替
一
事
有
レ
之
。
保
寿
院
等
ノ
時
モ
サ
ア
リ
ケ
リ
。
成
賢
僧
正
官
事
ウ
ル
ハ
シ
ク
テ
、
我
身
有
二
故
障
一
之
韓
土
代
官
ヲ
不
レ
進
シ
テ
、
此

　
　
へ
申
二
案
内
一
ヲ
、
傍
我
参
勤
云
々
。

と
し
て
お
り
、
十
三
世
紀
に
は
手
替
を
遣
わ
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
基
本
的
に
は
長
者
が
直
接
関
与
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
自
ら
が
勤
め
た
際
の
内
容
は
、
や
は
り
限
ら
れ
た
弟
子
に
口
伝
等
の
形
で
伝
え
ら
れ
、
全
体
で
共
有
さ
れ
る
も
の
で
は
無
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
東
寺
長
者
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
観
音
供
の
実
態
に
つ
い
て
、
広
く
共
通
理
解
を
持
つ
こ
と
は
難
し
く
、
観
音
供
を
勤
仕

す
る
真
言
僧
自
身
で
も
完
全
に
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
仁
寿
止
観
音
像
と
は
別
に
二
間
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
を
観
音
供
本
尊
と
し

た
り
、
永
長
元
年
以
降
二
間
観
音
供
へ
変
更
さ
れ
た
、
と
い
う
理
解
が
混
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
観
音
供
や
二
間
御
本
尊
に
強
い
関
心
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
か
ら
、
観
音
像
に
関
す
る
混
乱
し
た
状
況
を
理
解
し
よ

う
と
、
ま
た
相
応
し
い
存
在
意
義
見
出
そ
う
と
、
断
片
的
な
情
報
を
も
と
に
様
々
な
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
真
琶
宗
内
に
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

流
派
が
成
立
し
、
秘
密
性
と
口
伝
主
義
が
大
き
な
特
徴
と
さ
れ
る
院
政
期
仏
教
の
中
で
、
複
雑
な
説
明
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
解
釈
に
多
様
性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
情
報
の
不
足
と
い
う
要
因
と
と
も
に
、
他
流
と
異
な
る
独
自
の
解
釈
を
生
み
出
す
力
が
強
か
っ

た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
覚
禅
砂
』
「
十
八
日
観
音
供
」
で
は
、
本
尊
に
つ
い
て
「
小
野
口
伝
云
、
内
ノ
観
音
ハ
聖
観
音
ナ
リ
。
梵
天
、
帝
釈
、
脇
士
。
法
務
御
口

伝
。
」
と
聖
観
音
を
と
る
小
野
流
の
説
を
載
せ
る
。
一
方
、
先
に
示
し
た
『
伝
受
記
』
強
引
の
「
法
務
記
」
で
は
、
観
音
供
本
尊
に
つ
い
て

「
二
途
相
分
」
と
し
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

　
　
法
務
記
云
、
難
（
中
略
）
賢
愚
鍵
者
之
時
、
為
驚
異
被
レ
渡
二
本
坊
箕
時
親
拝
克
之
璽
観
音
像
勿
論
也
。
響
動
像
笠
雲
異
在
乏
云
・
。

　
　
宝
鏡
手
ハ
如
レ
常
。
但
三
二
此
尊
納
習
二
如
意
輪
一
云
々
。
凡
当
流
至
極
秘
決
、
三
尊
ヲ
以
習
”
一
一
体
ト
」
為
二
最
極
秘
決
司
一
体
ト
習
時
ハ
、
如
意
輪
ト
習
レ
之

　
　
也
。

　
勝
覚
の
師
で
あ
る
定
賢
は
、
永
長
元
年
の
観
音
供
再
興
時
、
こ
れ
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
定
賢
が
長
者
で
あ
っ
た
際
に
修
理
し
た
も
の
は

聖
観
音
像
で
あ
っ
た
が
、
醍
醐
三
法
院
流
で
は
こ
の
聖
観
音
を
以
っ
て
如
意
輪
と
議
し
、
三
尊
を
以
て
一
体
と
す
る
こ
と
が
「
当
流
至
極
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

訣
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、
亮
禅
（
一
二
五
八
～
一
三
四
一
）
に
よ
る
『
白
宝
口
抄
』
工
匠
五
四
「
聖
観
音
法
下
」
で
は
、

　
　
釜
日
聖
観
音
「
為
レ
本
故
、
仁
和
寺
西
院
流
、
聖
観
音
為
二
本
尊
ハ
用
二
十
一
面
観
音
次
第
⑩
是
聖
観
音
、
観
音
部
室
故
、
為
二
本
尊
納
十
一
面
、
王
宮
守
護
故
、

　
　
如
レ
是
行
レ
之
也
。
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と
い
う
よ
う
に
、
聖
観
音
像
を
以
て
十
一
面
観
音
供
を
行
う
西
院
流
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
た
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
勧
修
寺
叢
薄
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
諸
尊
法
口
決
集
で
あ
る
『
野
口
』
巻
第
一
一
＝
．
東
寺
導
入
乍

水
去
綴
」
で
は
、
本
尊
に
つ
い
て
「
十
一
面
」
「
聖
観
音
」
「
十
一
面
如
意
輪
観
音
」
と
理
説
を
併
記
し
て
い
る
。
『
覚
禅
紗
』
で
「
内
裏
焼
失

ノ
後
、
長
者
遷
リ
代
ル
剋
ミ
、
其
ノ
説
不
同
也
」
（
巻
第
四
一
）
と
す
る
よ
う
に
、
各
流
派
に
個
別
の
解
釈
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
統
一
さ
れ

る
事
は
無
か
っ
た
。

28（3ユ4）

3
　
天
皇
と
観
音
供
本
尊

　
以
上
、
こ
こ
ま
で
主
に
真
言
僧
に
と
っ
て
の
重
要
性
の
高
ま
り
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
を
促
し
た
背
景
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

本
尊
・
持
仏
を
作
成
・
所
持
す
る
事
は
、
こ
の
時
期
の
貴
族
社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
天
皇
御
本
尊
も
本
来
私
的
な
信
仰
対
象
で

あ
っ
た
。
今
ま
で
見
て
き
た
観
音
像
の
処
遇
の
変
化
を
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
天
皇
の
私
的
・
個
別
的
信
仰
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
天
皇
個
人
と
の

関
係
が
薄
く
な
り
、
公
的
行
事
化
・
抽
象
化
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
変
化
が
見
え
始
め
る
十
一
世
紀
は
、
天
皇
権
威
の
質
的
変
化
が
様
々
な
面
で
確
認
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
る
。
十
一
世
紀
前
半
以
降
、
天

皇
の
死
と
皇
位
継
承
が
分
離
す
る
「
如
在
之
儀
」
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
政
治
的
な
地
位
と
個
人
的
身
体
が
完
全
に
分
離
、
「
不
死
の
天
皇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
登
場
し
、
天
皇
権
威
が
抽
象
化
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
皇
位
の
象
徴
・
三
種
の
神
器
で
あ
る
内
侍
所
鏡
は
、
本
来
は
数
多
く
あ
る
宮
中
宝

物
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
～
世
紀
に
か
け
て
度
々
起
こ
っ
た
内
裏
燃
亡
の
中
で
、
宝
物
と
し
て
そ
の
存
在
意
義
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

注
目
さ
れ
始
め
る
。
そ
し
て
徐
々
に
天
照
大
神
の
分
身
と
い
う
性
格
が
形
成
さ
れ
、
神
鏡
と
し
て
内
侍
所
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
仁
寿
章
章
音
像
に
対
す
る
扱
い
の
変
化
も
、
こ
れ
ら
と
同
じ
流
れ
の
中
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
人
の
信
仰
対
象
か
ら
、
「
天
皇
」
と
い

う
地
位
に
付
属
す
る
「
御
本
尊
」
と
し
て
内
裏
で
伝
統
的
に
奉
仕
さ
れ
る
｝
種
の
宝
物
へ
、
と
い
う
変
化
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
里
内
裏
の
恒

常
的
利
用
や
頻
繁
な
遷
幸
が
始
ま
る
と
、
天
皇
の
御
在
所
か
ら
離
れ
、
東
寺
長
者
に
管
理
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
現
れ
る
。
真
言
僧
ら
は
薪
た
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な
天
皇
権
威
、
抽
象
的
な
天
皇
の
存
在
を
護
持
し
、
奉
仕
す
る
と
い
う
独
自
の
役
割
を
い
ち
早
く
掴
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
上
、
さ
ら
に
複
雑
な
言
説
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
、
十
二
世
紀
以
降
高
ま
る
天
皇
の
仏
教
的
位
置
付
け
へ
の
要
求
で
あ
る
。
天
台
座
主
慈

円
は
、
観
音
供
本
尊
を
自
身
の
天
皇
論
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
事
で
知
ら
れ
て
お
り
、
承
元
四
年
（
一
二
｝
○
）
成
立
の
『
法
華
別
置
』
で
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

自
の
説
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
抑
自
レ
昔
、
大
内
ノ
ニ
間
二
十
八
田
観
音
供
ト
テ
、
東
寺
長
者
毎
日
勤
行
ノ
有
二
御
祈
幻
此
観
音
ト
ハ
何
ノ
観
音
哉
。
近
臼
多
称
二
十
一
璽
云
云
。
是
皆
髄

　
　
不
レ
伝
嵩
楽
師
餌
之
餐
、
居
二
東
寺
長
者
｝
之
時
、
加
二
私
案
皿
銀
鶏
、
如
レ
此
僻
事
多
出
藤
野
。
可
レ
悲
可
レ
悲
。
髄
中
瀬
如
意
輪
云
云
。
予
聞
二
此
事
ハ
思
惟

　
　
云
、
可
レ
為
二
如
意
輪
殉
諸
観
音
中
、
国
王
御
本
尊
、
必
可
レ
用
二
輪
義
一
也
。
金
輪
王
之
親
思
。
此
悟
忽
劇
開
国
。
東
寺
入
墨
レ
存
二
瀬
正
意
｝
鰍
。

　
真
言
僧
の
理
解
の
誤
り
を
主
張
し
、
如
意
輪
観
音
こ
そ
が
相
応
し
い
と
し
て
い
る
。
永
長
元
年
の
清
涼
殿
で
の
再
興
や
、
天
台
憎
も
護
持
僧

と
し
て
二
間
に
参
じ
、
二
間
に
安
置
さ
れ
始
め
た
「
御
本
尊
」
を
眼
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
か
ら
、
天
台
僧
が
関
心
を
抱
く
事
自
体
は
不
思

議
で
は
な
い
。
し
か
し
慈
円
は
、
観
音
供
を
実
際
に
奉
仕
し
続
け
て
き
た
真
言
僧
の
説
を
否
定
し
た
上
で
独
自
の
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、
単
な

る
関
心
の
域
を
越
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
慈
円
が
如
意
輪
切
音
像
説
を
強
調
す
る
理
由
は
、
『
受
壷
和
尚
夢
想
記
』
に
見
え
る
天
皇
観
と
関
係
し
て
い
る
。
慈
円
が
建
仁
三
年
（
一
二

Ω
二
）
六
月
二
十
三
日
に
受
け
た
夢
告
は
三
種
の
神
器
に
関
す
る
も
の
で
、
宝
剣
1
1
天
皇
（
金
輪
聖
王
）
鍋
一
字
金
輪
、
三
千
1
1
后
（
高
女
）
ほ

仏
眼
尊
母
、
神
鏡
（
天
照
）
匪
大
日
如
来
一
1
～
字
金
輪
の
形
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
『
法
華
別
帖
』
で
は
「
金
輪
・
仏

眼
又
不
レ
離
心
切
の
陰
陽
加
持
、
ロ
ハ
法
成
就
之
活
餌
。
金
輪
ハ
国
王
也
。
仏
眼
ハ
国
母
也
。
論
調
鞭
馴
」
と
す
る
。
こ
の
論
理
か
ら
、
慈
円
は

天
皇
の
御
本
尊
と
し
て
は
如
意
輪
重
音
像
が
正
し
い
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
意
輪
観
音
を
本
尊
と
す
る
慈
円
の
主
張
は
、
真
言
各
派

が
主
張
し
た
内
容
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
天
皇
観
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
観
音
像
へ
の
関
心
、
独
自
の
解
釈
は
、
慈
円
以
降
も
天
台
僧
の
問
で
引
き
継
が
れ
た
。
十
四
世
紀
初
め
に
天
台
口
伝
を
纏
め
た
『
鼻
嵐
拾
葉

集
』
で
は
、
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｝
、
一
一
間
御
加
持
事

　
　
示
云
、
内
裏
二
内
侍
所
奉
二
安
置
【
所
ハ
ニ
問
也
。
是
亦
号
二
貴
所
　
也
。
故
二
二
間
ノ
御
加
持
二
参
僧
ヲ
貴
所
ト
椿
事
。
山
門
ニ
ハ
浄
蔵
貴
所
ト
云
ハ
是
也
。

　
　
　
（
中
略
）
其
本
尊
如
意
輪
観
音
也
。
最
極
秘
説
也
。
不
レ
可
二
口
外
一
也
。

と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
二
間
の
「
御
本
尊
し
に
対
す
る
強
い
関
心
が
窺
え
る
。

　
し
か
し
、
実
は
十
一
世
紀
後
半
以
降
、
す
で
に
真
言
僧
の
闘
で
、
天
照
大
神
と
大
日
如
来
の
習
合
な
ど
、
仏
教
界
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

け
を
巡
る
言
説
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
抑
於
囎
部
州
八
万
四
千
聚
落
之
虫
唯
陽
谷
内
盛
・
秘
密
異
事
見
・
上
文
菩
威
光
菩
薩
鵠
倣
齢
窟
二
旦
雨
除
二
阿
修
羅
王
難
琴
遍
照

　
　
金
剛
鎮
淵
住
日
域
ハ
増
二
金
輪
聖
王
福
㊥
神
号
二
天
照
尊
ハ
刹
名
二
大
既
望
国
一
乎
。
自
然
理
、
立
二
自
然
名
刃
誠
職
此
之
由
突
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覗
付
法
纂
要
抄
』
）

　
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
成
立
の
電
磁
撰
『
付
法
纂
厚
総
』
は
、
初
め
に
大
日
の
化
身
縫
威
光
菩
薩
が
太
陽
に
住
み
阿
修
羅
の
難
を
除
い
た

よ
う
に
、
大
日
の
化
身
で
あ
る
金
剛
遍
照
1
1
空
海
が
日
本
に
お
い
て
金
輪
聖
王
1
1
天
皇
の
福
を
増
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
上
で
、
日
本
の
神
号

が
「
天
照
」
で
あ
り
国
名
が
「
大
日
本
国
」
で
あ
る
事
に
つ
い
て
、
「
自
然
の
理
」
と
解
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
『
付
法
即
製
抄
』
の
内
容
は
、

国
名
等
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
は
密
教
興
隆
の
地
と
し
て
約
束
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
所
謂
「
大
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

本
国
」
説
、
大
日
翁
天
照
を
説
明
す
る
際
の
理
論
と
し
て
中
世
神
道
書
・
密
教
書
に
多
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
由
緒
や
そ
の
内
容
が
明
確
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
十
八
日
観
音
供
と
「
御
本
尊
」
に
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
要
因
は
、
こ
れ
ら
の
動
き

と
軌
を
　
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
伝
受
記
』
に
は
、
聖
観
音
像
を
以
っ
て
如
意
輪
観
音
と
し
て
供
養
す
る
理
由
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
真
陀
摩
尼
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
摩
尼
）

　
　
以
　
聖
観
音
悪
習
笥
合
日
天
子
國
睡
國
霞
要
事
、
宗
之
大
事
也
。
無
爵
尊
者
、
如
意
輪
也
。
（
中
略
）
大
師
既
指
二
日
月
輪
↓
尺
一
　
宝
玉
↓
艶
々
即
如
意
輪

　
　
也
。
々
々
々
者
、
通
二
諸
観
音
刃
為
【
宝
器
主
一
故
也
。
□
当
二
此
日
光
｝
人
、
充
始
罪
障
消
滅
薦
本
有
金
蓮
釜
敷
ス
ル
也
。
而
問
向
二
観
音
↓
成
二
日
輪
同
体

　
　
観
晒
所
レ
奉
レ
祈
一
金
輪
聖
王
御
願
一
也
。
日
輪
即
天
照
大
神
大
神
宮
ナ
リ
。
々
歩
々
・
内
侍
所
・
天
照
尊
、
同
体
異
名
也
。
天
照
尊
者
、
日
天
子
也
。
本
地
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大
日
如
来
。
々
々
々
々
者
、
日
月
輪
也
。

と
あ
り
、
太
陽
を
擬
人
化
し
た
神
で
あ
り
如
意
宝
珠
を
持
つ
日
天
1
1
真
陀
摩
尼
（
如
意
宝
珠
）
を
聖
観
音
と
習
合
す
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
日

輪
・
天
照
・
神
鏡
・
大
日
如
来
を
相
互
に
結
び
つ
け
、
複
雑
な
説
明
体
系
を
創
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
観
音
を
本
尊
と
し
て
十
一
面

観
音
供
を
行
う
西
院
流
を
説
明
し
た
『
白
宝
口
抄
』
で
も
同
様
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
問
、
王
宮
守
護
誓
殊
有
二
十
　
面
観
音
納
見
二
彼
経
軌
幻
何
以
聖
観
音
為
二
本
尊
一
儲
。

　
　
　
　
　
　
（
阿
）

　
　
　
此
法
以
扁
翻
字
【
為
一
種
子
の
置
形
鏡
也
。
鍮
祇
経
序
品
法
菩
薩
種
子
三
掻
捨
。
常
観
算
法
不
レ
用
レ
之
。
十
八
日
観
音
供
所
レ
用
也
。
其
故
樹
形
円
鏡
天
照
大

　
　
　
神
御
体
故
。
（
中
略
）
三
明
鏡
。
本
尊
右
手
掌
観
レ
鏡
。

と
聖
観
音
像
持
物
（
三
摩
耶
形
）
の
鏡
か
ら
、
観
音
像
と
天
照
大
神
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
十
一
世
紀
・
十
二
世
紀
に
見
ら
れ
る
天
皇
権
威
の
質
的
変
化
、
仏
教
的
位
置
付
け
へ
の
関
心
か
ら
、
内
侍
所
神
鏡
等
と
と

も
に
、
宮
中
に
置
か
れ
る
「
御
本
尊
」
も
複
雑
な
解
釈
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
実
際
の
観
音
像
そ
の
も
の
へ
の

関
心
で
は
な
い
。
観
音
供
は
、
も
は
や
そ
の
実
態
か
ら
乖
離
し
て
、
天
皇
を
教
義
的
・
理
論
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
。

①
大
日
本
仏
教
全
中
糊
遊
方
伝
叢
書
㎞

②
土
谷
前
掲
論
文
。

③
堀
前
掲
論
文
「
護
持
僧
と
天
皇
」
。

④
糊
紀
略
駈
延
喜
十
五
年
六
月
二
十
日
、
九
月
九
日
、
同
二
五
日
、
十
月
十
六
日
、

　
同
二
十
六
日
条
。

⑤
魍
僧
綱
補
任
輪
、
門
北
山
抄
㎞
第
六
備
忘
略
記
・
僧
綱
補
任
事
。

⑥
相
撲
に
つ
い
て
は
㎎
日
本
紀
略
隔
延
喜
十
五
年
七
月
二
十
八
・
二
十
九
日
条
、

　
『
西
宮
記
胴
巻
四
相
撲
召
仰
（
御
覧
仁
寿
巽
東
庭
例
）
他
。
釈
奨
に
つ
い
て
は

　
『
西
宮
記
』
巻
五
釈
璽
。

⑦
仁
和
寺
本
第
七
冊
。

⑧
上
川
通
夫
「
院
政
と
真
雷
密
教
」
（
阿
部
泰
郎
・
山
崎
誠
編
『
守
覚
法
親
王
と

　
仁
和
寺
御
流
の
文
献
学
的
研
究
睡
論
文
篇
、
勉
誠
社
、
一
九
九
八
）
、
速
水
侑

　
『
平
安
暁
代
貴
族
社
会
と
仏
教
挽
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
）
第
一
章
。

⑨
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
六
・
七
。

⑲
大
正
新
修
大
蔵
経
七
八
。

⑪
堀
裕
「
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
1
「
如
在
之
儀
」
を
中
心
に
一
」
（
『
史

　
林
臨
八
一
、
　
九
九
八
）
。

⑫
斎
藤
英
喜
「
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
」
（
前
掲
デ
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
変
身

　
譜
』
）
。

⑬
続
天
台
宗
全
書
・
密
教
三
、
二
八
七
頁
。
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⑭
赤
松
俊
秀
『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
㎞
（
平
楽
書
店
、
～
九
五
七
）
に
全
文
掲
載
。

⑮
伊
藤
前
掲
論
文
「
二
間
観
音
と
天
照
大
神
」
。
伊
藤
氏
は
、
開
四
帖
秘
決
』
等
の

　
観
音
像
に
関
す
る
習
説
の
中
で
慈
円
が
真
言
僧
・
隆
聖
の
説
を
引
い
て
い
る
事
が

　
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
慈
円
が
真
言
側
の
所
説
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
指

　
饗
す
る
。

⑯
伊
藤
前
掲
論
文
「
天
照
大
神
薩
大
日
如
来
習
合
説
を
巡
っ
て
」
。

⑰
伊
藤
引
落
論
文
「
「
大
日
本
国
」
に
つ
い
て
」
。
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む
　
　
す
　
　
び

　
実
態
が
不
明
確
と
さ
れ
て
い
た
仁
寿
殿
観
音
供
に
つ
い
て
、
観
音
供
成
立
期
か
ら
十
二
世
紀
の
言
説
形
成
に
い
た
る
経
緯
と
変
遷
、
そ
の
歴

史
的
意
義
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
従
来
の
混
乱
の
要
因
と
し
て
、
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
十
二
世
紀
以
降
の
言
説
や
仏
教
書
の
内
容
に
振
り
回

さ
れ
、
本
来
の
形
態
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
仁
寿
殿
観
音
供
の
由
緒
等
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
見
え
ず
、

初
期
の
状
態
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
仁
寿
殿
観
音
供
が
非
常
に
個
人
的
な
、
社
会
～
般
的
な
仏
事
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
古
記
録
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
十
世
紀
以
降
で
も
、
毎
月
行
わ
れ
て
い
る
観
音
供
や
、
日
常
的
な
二
間
の
利
用
に
つ
い

て
の
史
料
は
、
御
記
等
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
本
来
私
的
な
仏
事
で
あ
っ
た
観
音
供
だ
が
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
真
言
僧
側
か
ら
改
め
て
そ
の
存
在
意
義
が
意
識
さ
れ
、
真
言
僧
の
奉
仕
す

る
恒
例
仏
事
と
し
て
強
調
さ
れ
る
事
に
な
る
。
さ
ら
に
内
裏
・
里
内
裏
の
移
動
が
頻
繁
に
な
る
中
、
観
音
像
は
天
皇
の
身
辺
を
離
れ
、
毎
月
の

観
音
供
勤
修
を
維
持
し
た
い
真
言
僧
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
同
時
期
に
発
生
し
た
新
た
な
「
御
本
尊
」
は
、
一

時
的
な
「
二
聞
観
音
供
」
へ
の
変
更
と
と
も
に
、
後
の
観
音
供
理
解
の
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
十
二
世
紀
に
入
り
、
天
皇
の

仏
教
的
位
置
付
け
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
、
天
照
大
神
や
大
B
如
来
と
と
も
に
複
雑
な
教
義
的
解
釈
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
真

言
僧
の
み
な
ら
ず
、
天
台
僧
に
と
っ
て
も
注
目
す
べ
き
対
象
と
な
っ
た
。

　
こ
の
様
に
、
十
一
世
紀
に
入
っ
て
真
言
僧
が
独
自
の
役
割
を
主
張
し
始
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
事
の
性
質
が
変
質
し
、
十
二
世
紀
以
降
特
に

注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
流
れ
は
、
真
言
僧
が
勤
め
る
代
表
的
護
国
修
法
、
後
七
日
御
修
法
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
も
の
で
あ



仁寿殿観音供と二間御本尊（斎木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

り
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
真
言
僧
の
動
き
は
、
天
皇
と
い
う
地
位
の
質
的
変
化
を
示
す
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

　
観
音
像
は
、
天
照
大
神
な
ど
と
複
雑
に
習
合
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
大
日
如
来
・
天
照
・
天
皇
の
関
係
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
天
皇
が
即
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

時
に
大
日
如
来
の
印
を
結
び
「
顕
密
仏
教
界
の
頂
点
と
し
て
の
天
皇
」
を
生
み
出
す
、
と
さ
れ
る
即
位
灌
頂
で
あ
る
。
即
位
灌
頂
の
確
実
な
実

施
が
確
認
で
き
る
の
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
伏
見
天
皇
か
ら
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
の
段
階
か
ら
い
く
つ
か
の
言
説
が
存
在
し
て
い
た
。
大
江
憎

憎
の
『
後
三
条
院
御
即
位
記
』
は
即
位
灌
頂
に
関
す
る
最
初
の
史
料
で
あ
り
、
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
成
立
『
拾
遺
往
生
伝
』
の
天
皇
に
関

す
る
記
述
に
は
即
位
灌
頂
と
同
じ
理
念
を
見
る
事
が
で
き
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
一
部
に
後
の
即
位
灌
頂
に
つ
な
が
る
意
識
が
存
在
し
て
い
た

　
　
③

と
い
う
。
従
来
、
即
位
灌
頂
の
理
念
の
発
生
段
階
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
本
論
で
指
摘
し
た
真
言
僧
・
天
台
僧
に

よ
る
解
釈
の
展
開
は
、
ま
さ
に
こ
の
即
位
灌
頂
と
い
う
儀
礼
・
理
念
へ
と
つ
な
が
る
。
内
侍
所
神
鏡
、
如
意
宝
珠
等
、
様
々
な
要
素
が
体
系
に

取
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
天
皇
と
仏
教
界
を
結
び
付
け
る
観
念
が
展
開
す
る
中
、
天
皇
の
「
御
本
尊
」
も
注
目
さ
れ
、
大
き
な
存
在
意
義
・
役

割
を
与
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
老
鴬
僧
・
天
台
僧
の
書
説
が
貴
族
社
会
に
浸
透
し
、
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
観
音
像
を
巡
り
真
言
僧
か
ら
浴
せ
ら
れ
た
雷
説
は
、
単
に
流
派
間
の
遡
末
な
相
違
を
作
り
出
す
為
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
時

代
的
背
景
の
中
に
存
在
す
る
。
天
皇
権
威
の
変
化
を
象
徴
す
る
現
象
の
～
端
と
し
て
、
ま
た
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
盛
ん
に
な
っ

て
い
く
天
皇
の
仏
教
的
解
釈
の
形
成
の
端
緒
と
し
て
、
時
代
の
流
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
拙
稿
「
後
七
日
御
修
法
と
「
至
体
安
穏
」
一
十
一
・
十
二
世
紀
に
お
け
る
展
　
　
　
　
　
七
）
。

　
　
開
一
」
（
『
南
都
仏
教
』
八
九
、
二
〇
〇
七
、
掲
載
予
定
）
。
　
　
　
　
　
③
上
川
前
掲
論
文
。

　
②
上
川
通
夫
「
中
世
の
即
位
儀
礼
と
仏
教
扁
（
魍
日
本
史
研
究
撫
三
〇
〇
、
皿
九
八

※
な
お
、
脱
稿
後
、
噌
日
本
歴
吏
隔
七
一
六
号
（
二
〇
〇
八
年
一
月
号
）
に
西
本
畠
弘
氏
の
「
東
山
御
文
庫
本
『
日
中
行
事
削

る
観
音
供
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
合
わ
せ
て
御
参
照
頂
き
た
い
。

に
つ
い
て
」
が
掲
載
さ
れ
、
年
中
行
事
書
に
見
え
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The　Jijuden　Kannon－ku　and　the　Futama　Honzon：　The　Transformation　of

　　　　　　　　　　　　　a　Private　Buddhist　Ritual　for　the　Emperor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

SAIKI　Ryoko

　　The即den　Kamon－ku　is　the　name　of　a　Buddhist　ritual　that　was　conducted　by

Shingon　priests　on　the　eighteenth　day　of　each　month　before　the　emperor’s　statue

of　Kannon，　which　is　referred　to　as　go　honzon．　The　origins　and　content　of　the　ritual

are　obscuye，　and　there　are　various　theories　accounting　for　them．　The　sources　of

the　confusion　are　the　existence　of　another　go　hongon，　which　had　been　enshimed　in

the　futama　（two－bay　room）　of　the　Seiryoden，　the　emperor’s　private　residence，　and

the　varying　explanatjons　of　Shingon　pxiests　from　the　12th　centuiy　onward．　Be－

cause　the　first　mention　of　the　Buddhist　statues　in　the　fatama　was　recorded　in　the

second－half　of　the　］．1th　century，　when　the　palace　was　frequently　bumed　down　and

the　coart　was　forced　to　relocate　to　sato　dairi，　temporary　palaces，　it　is　highly　ljke｝y

that　the　management　of　the　statues　was　transferred　to　Shingon　priests　at　that

time　and　the　Kannon　statue　in　Jijuden　fatama　took　the　place　of　the　original．　ln　the

llth　century，　the　recognition　of　the　importance　of　the　gojiso，　protector　priests，　in－

creased，　and　the　Shingon　prelate　Ninl〈ai　who　promoted　the　role　of　Shingon　priests

in　protecting　the　emperor，　set　the　precedent　of　taking　an　active　in　the　Kannon－ku．

This　legacy　was　refiected　thereafter　in　the　activities　of　Shingon　priests　to　establish

the　significance　of　the　Kannon　statute　and　the　ritual．　For　this　reason，　the　ritual

was　poshioned　as　a　rite　for　the　protection　of　the　emperor　and　various　theological

explanations，　removed　from　actual　circumstances，　were　created　by　various　Bud－

dhist　schools．　Among　these　theories　were　those　of　the　unity　of　Dainichi　and

Amaterasu－omikami　and　the　unity　of　Kannon　with　various　deities　by　means　of　the

nyoi吻’u（wish－fUlfill血g　jewe1）that　expressed　the　Buddhist　position　of　the　emper－

or．
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